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第４回社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会市町村・都道府県におけ

る子ども家庭相談支援体制の強化等に向けたワーキンググループ 議事録 

 

 

○日時 平成30年11月12日（月） 9:30～12:30 

 

○場所 中央合同庁舎５号館 共用第８会議室（20階） 

 

○出席者 

委員 

山縣座長   相澤委員   安部委員   井上委員   江口委員 

奥山委員   熊川委員   清水委員   浜田委員   藤林委員 

増田委員   宮島委員 

  参考人 

川松参考人 

事務局 

 藤原内閣官房審議官    長田総務課長      成松家庭福祉課長 

 宮腰虐待防止対策推進室長 國松虐待防止対策推進室長補佐 

 

○議題 

平成28年改正児童福祉法附則第２条第３項の規定に基づく検討について 

 

○議事 

 

○國松室長補佐 それでは、ただいまから第４回「市町村・都道府県における子ども

家庭相談支援体制の強化等に向けたワーキンググループ」を開催させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうご

ざいます。 

 本日の出欠状況ですけれども、松本座長代理から欠席の御連絡をいただいておりま

す。 

 また、本日も調査研究に関するヒアリングを実施することとしておりまして、全国

児童相談所長会が昨年度と今年度の２カ年にわたり実施されております「児童相談所

業務の推進に資するための相談体制のあり方に関する調査」につきまして御説明いた

だくため、本調査の主任研究者であられます、子どもの虹情報研修センター研究部長

の川松亮様にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。本日の会議の

初めに御説明いただくこととしておりますので、よろしくお願いいたします。 
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 また、第１回のワーキンググループで、委員から自治体の取り組みや組織改編のプ

ロセスについて、詳しい説明が聞きたいとの御意見をいただいておりましたことから、

江口委員から大阪府の取り組みについて、藤林委員から福岡市の取り組みについて御

説明いただく予定としております。 

 それでは、これより先の議事につきましては、山縣座長にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○山縣座長 改めまして、皆さん、おはようございます。早朝から集まっていただい

て、ありがとうございます。 

 きょうも３時間の予定で、先ほど司会からありました中身で進行していきたいと思

っておりますので、御協力をよろしくお願いします。 

 では、早速ですけれども、資料の確認からよろしくお願いします。 

○國松室長補佐 では、資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 厚生労働省では審議会のペーパーレス化の取り組みを推進しておりまして、本日も

お手元にありますタブレットを活用して御審議いただきたいと思います。 

 現在表示されている画面ですけれども、左上に青い文字でマイプライベートファイ

ルというところがございますので、そちらをタッチしていただければと思います。全

部で８種類のPDFのファイルが保存されておりますので、本日はこの資料に基づいて審

議をお願いしたいと思います。 

 資料の構成としましては、最初、01番に議事次第が入ってございます。 

 資料１が子どもの虹情報研修センター川松部長様より御提出いただきましたヒアリ

ング資料。 

 資料２が江口委員から御提出いただきました大阪府の取り組みに関する資料。 

 資料３が委員からのこれまでの主な意見を記載した資料。 

 資料４が事務局提出資料として、市町村・都道府県における子ども家庭相談支援体

制の整備に関する取り組み状況に関する資料。 

 資料５が第１回から第３回までの本ワーキングにおける主な意見を記載した資料。 

 続きまして、構成員提出資料としまして、安部委員、奥山委員、清水委員、宮島委

員から御提出いただいた資料をおつけしております。 

 最後に参考資料として、本ワーキンググループの設置要綱をおつけしております。 

 また、委員の皆様のお手元には、配付資料の紙媒体もあわせて配付させていただい

ております。資料の欠落等はございませんでしょうか。 

 タブレットの操作方法につきましては、本日は説明を省略させていただきますけれ

ども、操作方法がわからなくなった場合には、随時挙手をいただければ事務局の方で

対応させていただきますので、お申しつけいただければと思います。 

 資料につきましては、以上となります。 

○山縣座長 ありがとうございました。 
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 では、最初の案件に入っていきたいと思いますが、まずはこれまでの流れで、あと

残っていた全児相の調査について、川松さんから御報告をお願いしたいと思います。

10分程度の時間、従来どおりです。その後、同じぐらいの時間で質疑を行いたいと思

います。 

 本日、川松さんはその後御都合があるようですので、最後まで残っていただけませ

んので、必要があればそこで質問をお願いしたいと思います。 

 当初からパートに分けて幾つか報告をいただいていたのですけれども、大阪府の全

体を聞かせてほしいという声もありましたので、その時間をとりました。加えて、前

回までこれも同じようにお話はいただいていたのですが、急遽、福岡市の所長もいら

っしゃいますので、藤林委員に福岡市の様子についても報告をいただく。ただ、こち

らは委員としての出席ですので、質疑は全体の議論の中で必要があればしていただく

ということで、個別の質問の時間はとらないという方向で進めさせてください。よろ

しいでしょうか。 

 では、早速ですけれども、川松さん、よろしくお願いします。 

○川松参考人 よろしくお願いいたします。子どもの虹の川松と申します。お招きい

ただきまして、ありがとうございます。 

 全国児童相談所長会の方で、児童相談所の体制に関する調査を去年、今年と２年間

の計画で行っておられまして、その委託を受けましたので、私の方で中間的なまとめ

ですけれども、報告させていただきます。まだ今年もヒアリングしておりますので、

まとめる段階に至っておりませんけれども、夏の全児相の総会で報告した中間報告の

資料に基づいて御報告させていただきます。 

 資料１をご覧いただきまして、まず最初に経緯に触れたいと思いますので、２枚目

のスライドの３と４をご覧ください。 

 まず、調査の内容に入る前に、児童相談所の組織体制の変遷について少し整理しま

したので、触れておきたいと思います。これは、戦後に厚生省が発出してきた児童相

談所のガイドラインから該当部分を整理したものです。もともと児童相談所は３部制

ということで始まりまして、当初からチャイルドガイダンスクリニックを中心に、一

時保護機能と措置機能を付加するという形での３部制という形で進められてきている

ところです。これが1977年の児童相談所執務提要まで、ずっとその基本理念が引き継

がれていることがわかります。 

 1990年に児童相談所運営指針になりまして、大きく性格が変わってきますけれども、

この時には児童相談所の基本機能という形で定められています。 

 もともと児童福祉司と児童相談所は別組織であったものが、やがて児童相談所長の

傘下に児童福祉司が統合されていくわけですけれども、今、全国の児童相談所でかな

り相談員が置かれていますが、その名残なのだろうと思っています。 

 また、一番右側ですけれども、他の機関との統合をしても差し支えない、併設して
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よいという通知がありまして、現在も女性相談所であるとか知的障害者更生相談所と

の併任の職員が児童相談所にかなりおられますけれども、そういったところから始ま

っているのかなと思います。 

 90年の運営指針になりまして、基本機能という形に変わりますけれども、90年代末

から徐々に虐待対応が強化されて、児童相談所の性格が大きく変わっていくというこ

とになります。 

 90年の児童相談所運営指針を見ますと、地区別構成であるとか、相談種類別構成と

いうものが例示されておりまして、そういった形態が勧められています。 

 2006年の改正を見ますと、虐待専従チームを設置することも必要という記述があり

まして、そういった専任チームが有効であることが例示として示されてきているとい

うところです。そんな経過をたどってきているというところになると思います。 

 スライド５で現状を見ますと、児童相談所が受けている相談の種別を全国の統計で

見ますと、このようになります。自治体によって大きい開きがありますけれども、一

番多いのは「障がい相談」で、「虐待相談」は４分の１ぐらいということになります。 

 それを受けまして、児童相談所では虐待対応が求められる中、従来の相談にも対応

していくということで、様々な組織編成をしながら工夫をして各自治体が取り組んで

こられたところですけれども、それらが情報共有されていないし、交流されていない

現状にあります。そこでその情報を収集して、今後の各自治体での組織運営を検討し

ていく素材にしていただけたらという目的で、昨年度からの全児相調査を行っていま

す。スライド６のような趣旨で調査を行っています。 

 昨年度は悉皆調査を100％回収で行っています。210の本所と支所、分室、相談室18

カ所、合わせて228カ所を対象に行って100％回収になっています。ただ、駐在につい

ては本所に含めて、駐在については調査していません。 

 スライド９、管轄人口もすごく開きがあるということがわかると思います。20万未

満の児童相談所も１割程度ありますし、100万人を超える児童相談所も１割程度ある。

支所でもかなり大きいところがあるということもわかります。 

 スライド18、組織編成に関する調査ということで、左の枠にあるような組織が現在

の児相の中では専任として設置されていると想定しまして、８つの専任部署について、

右側の枠にあるような設問項目で調査を行っております。短時間ですので、かいつま

んで幾つかだけをお伝えしたいと思います。 

 スライド19、主訴別編成をしている児童相談所です。運営指針でも主訴別編成が例

示されていたわけですけれども、思ったよりも少なくて、16％でした。 

 スライド21、タイプを見ますと、障害相談であるとか育成相談をグループ化してい

るところが多いように見られます。 

 スライド24、主訴別編成の評価について聞いていますけれども、「利点が大きい」

もありますけれども、「利点が課題をやや上回る」という評価の方が多くなっており
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ました。 

 スライド25、インテークのための専任部署を置いている児童相談所です。インテー

ク専任を置いている児童相談所は５分の１強あります。これらの児相のうちで、虐待

専任担当も置いている児相が５分の３ぐらいありました。実情は今、ヒアリング調査

をしているところですけれども、インテーク部門に虐待専任をかぶせているところが

多いのではないかと思います。もともとインテークを置いていたところに、そこに虐

待専任という形で置いていっているところがあると思います。政令市は割とインテー

クを置いていらっしゃるところが多いと感じます。 

 インテークを置いている評価につきましては、スライド31です。見ますと、「利点

が課題をやや上回る」が一番多くなっていますけれども、「利点が大きい」と言う方

に分布が多く、「利点が大きい」を５点にしまして、「課題が大きい」を１点にしま

して、平均点をとると4.21という平均値になっておりました。 

 続きまして、虐待専任です。虐待専任はその下、スライド32になります。虐待専任

を置いている児童相談所は43％ということになりました。支所の中でも置いていると

ころがありました。 

 中身を見ていきますと、年間での平成28年度の虐待受理件数が75件以下という児童

相談所には設置がありませんでした。一方で、受理件数が多い児童相談所でも設置さ

れていないところがありました。児童福祉司の配置で見ると、４人以下の児童相談所

には設置がされていません。ただ、人口規模が大きくて虐待対応件数が多い自治体で

も置いていないところがあります。全体的に相談の組織については、人口区分、件数

区分とか、いろいろな区分を作って検討をしてみましたが、いずれの専任組織につい

てもグルーピングができなかったというのが結論でした。有意差が出ませんでした。 

 虐待専任設置の評価につきましては、スライド39になります。「利点が課題をやや

上回る」が一番多くなっていますけれども、それでも「利点が大きい」という方に分

布が多くて、平均値をとると4.24ということで、高い方でありました。 

 続きまして、家族支援のための専任部署についてご覧いただきたいのですが、スラ

イド48をご覧いただきますと、家族支援に関する専任部署を置いているところが18％

でした。比較的関東圏が多いという印象です。虐待専任も置いていて、なおかつ家族

支援専任も置いている児童相談所も含まれておりました。一方で、虐待専任を置いて

いないけれども、家族専任を置いているところももちろんあるわけです。 

 家族支援専任を置いているところの評価については、スライド53になります。今回

８つの専任部署について調査していますけれども、家族支援専任が最も評価の高い専

任部署でした。ここだけはトップが「利点が大きい」になっておりました。平均値を

とると4.30でしたので、高い評価を受けている、家族支援専任の設置についてはかな

り評価されているのだなということがわかります。 

 市町村支援担当ですが、これはスライド64になります。市町村支援担当を置いてい
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る児童相談所は9.6％、１割に満たない状況でした。比較的中央児童相談所が多いよう

に思いました。 

 この評価について見ていきますと、スライド69になります。「どちらともいえない」

と「利点が大きい」とが同数になっていますけれども、平均値をとると3.73で、８つ

の中では一番低い平均値になっていました。 

 次に、スライド75を見ていただきたいと思います。こういった様々な専任部署、８

つについて調査したのですけれども、置いていないところも多いということで、約４

分の１、61の児童相相談所では置いておりませんでした。人口規模が小さい児童相談

所が多いのですけれども、比較的大規模な児童相談所も含まれています。自治体内の

全ての児相ではなくて、中央児相には置いているところはあるのですけれども、中央

児相も含めて全て置いていないというところもありまして、現在のヒアリングでは、

この置いていない自治体の小規模と中規模と大規模をヒアリング候補の中に入れてい

ます。現在、ヒアリングは10の児童相談所で行っていますけれども、いろいろなタイ

プ別にヒアリングしていまして、その中にこのタイプを３カ所入れております。 

 続けて、育成相談と障害相談の位置づけについてです。これはスライド83になりま

す。虐待対応が非常に強化されていく中で、育成相談や障害相談の位置づけをどう認

識しておられるかという点を調査しています。83、84を見ますと、まず、そもそも育

成相談や障害相談が相談に占める割合が、児相によってものすごく違うということが

わかります。特に84の障害相談を見ますと、ゼロというところから70％台までという

大きな開きがありまして、児相によってこの取り扱いについては非常に大きな違いが

あるということがわかります。育成相談もやはり同じで、１桁台から25％以上のとこ

ろまでの開きがあるわけです。 

 ただ、次のスライド85を見ていただきますと、育成相談や障害相談について、児童

相談所は従来どおりの役割を果たしていくべきかどうかを聞いておりまして、それに

ついては７割前後がいずれにしても従来どおりの役割を果たしていくという評価、回

答を得ていまして、やはり育成相談、障害相談では、児童相談所が引き続き役割を果

たしていくという認識が大勢を占めているなということがわかります。 

 ただ、その他の回答が多かったので、その他の自由記述を次の86と87のスライドに

整理しています。ここには結構基本的な考え方が典型的に出ていると思ったので、整

理して載せています。 

 育成相談について言いますと、これは相談業務の基本なので、しっかり対応する力

をつける必要があるという認識がありまして、これは児童相談所として共通している

認識かなと思います。虐待相談と、任意の相談かそうでないかという違いはあっても、

ソーシャルワークとしては共通していて、育成相談の対応というのは児童相談所での

ソーシャルワークの基本になるのかなと思いますが、虐待相談の初期対応に手を取ら

れている中では、現実的には対応していくことがなかなか難しい。あるいは市町村や
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他の機関に移していった方がいいのかもしれないけれども、そういったところになか

なか移しがたいというところで、現実的には児相が対応せざるを得ないという意見が

見られます。 

 あわせて、次のスライドの障害相談についても、やはり発達についての理解を職員

が深める。そのスキルアップの一つの機会になるということで、障害相談を大切な相

談として位置づけているという考えは強いと思います。ただ、現実的には他の機関に

移した方がいいのではないかと思われるが、それを移すところがないというところも

出てきております。 

 最後に、まとめとして、スライド90と91をご覧いただきたいと思います。まだ中間

報告なのでヒアリングを踏まえてこれからまとめをするのですけれども、アンケート

調査で見られる点をまとめました。１から４番までは専任設置の利点についてのまと

めなのですが、専門的な対応に非常に効果的であると評価されていたのが、主訴別編

成であるとか、非行専任の設置でした。虐待専任もそれに次ぐ評価を受けていました。 

 それから、迅速な対応に効果的であるという評価が高かったのが、虐待専任と非行

専任でありました。 

 そして、職員がノウハウを蓄積する上で効果的というのか、非行専任と里親担当の

設置でありました。それから、関係機関との連携に効果的というのが、非行専任と里

親担当の設置でありました。 

 一方で、５、６、７が課題に関するまとめですけれども、主訴別に編成する場合や

虐待専任を設置する場合は、ケースを引き継ぐタイミングが難しい。虐待専任チーム

にケースがたまってしまって、引き継ぎがなかなか行えない。引き継ぎのタイミング

を図ることが難しいという点が課題として挙げられています。 

 ６番ですけれども、インテーク担当と非行専任は、専門性のある職員の確保が難し

いという課題が出されていまして、これは家族支援専任についてもそれに次ぐ回答が

されていました。 

 里親担当については、専任担当者が異動することの影響が大きいというのが、突出

して高くなっていました。 

 全体的に見ますと、家族支援専任設置に対しては非常に評価が高くて、利点が大き

いという捉え方がされていると思います。 

 なお、ここに挙げておりませんけれども、職員の精神的負担が大きいというところ

では、虐待専任チームが高い得点になっておりました。 

 スライド91、児童福祉司数が多いところ、相談対応件数が多いところは、専任担当

の設置率が高いという二項間の関係は見られました。ただ、市町村支援専任だけは関

係性が見られませんで、市町村支援担当の設置はまた別の要素で動いているのかなと

思います。いずれにしても、各自治体の社会資源であるとか歴史的経緯であるとか、

死亡事例が起こったかどうかであるとか、様々な要素で組織編成を考えていかれてい
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ると思います。 

 それから、虐待専任を置いている児童相談所は、少なくとも児童福祉司が５人以上

いること、年間虐待受理件数76件以上であること、それ以下では見られませんので、

ベースとしての児童福祉司の配置数が確保されているということは、専任を置く上で

も必要な要件なのかなと思います。 

 最後に12番ですけれども、児童相談所のスリム化ということで、育成相談や障害相

談を他の機関に移してはどうかという方向性が言われていますが、児相の大勢の考え

方は従来どおりの役割を果たしていくというところになっていると思われます。 

 最後、設問の中で自由意見で児童相談所の課題を聞いている設問がございます。そ

れをカテゴリー別に分けて相関図を作ったのが最後に添付したもので、今、児童相談

所の現場が捉えている児童相談所の課題ということになります。現在も引き続きヒア

リング調査を行っているところです。 

 長くなって申し訳ありません。以上で報告を終わります。 

○山縣座長 膨大な資料を短時間で説明を求めて申し訳ありませんでした。ありがと

うございました。 

 10時ぐらいまで、７～８分少し質問があれば。 

 奥山委員。 

○奥山委員 歴史のところから入っていただいて、私はすごく啓発されました。私も

詳しいわけではなく、イギリスなどのことについては井上先生の方がおわかりだと思

うのですが、先程のお話で、もともと最初はチャイルドガイダンスクリニックだった

と。イギリスで戦前からあるのがチャイルドガイダンスクリニックで、アメリカには

２カ所、シカゴとボストンに最初にチャイルドガイダンスクリニックができました。

イギリスのことは井上先生にお任せして、今、アメリカはチャイルドガイダンスクリ

ニックで虐待を扱っているかといったら、扱っていません。チャイルドプロテクショ

ンサービスが虐待を扱うのです。 

 だから、もともとこれが原因だったのだと再認識いたしましたけれども、チャイル

ドガイダンスクリニックに虐待対応を付加してきてしまったというところが大きな問

題だったのだというのが非常によくわかりました。ですから、何でもかんでも児童相

談所が扱うことになって、非常に無理が来ているのだと思います。ガイダンスをやる

ところがチャイルドプロテクションまでやるというところに無理があるのだというこ

とが非常によくわかりました。ありがとうございました。そういう意味で、歴史から

見ても、無理がきているのだというのが非常によくわかる状況だと思います。 

次に、前回のご報告もそうだったのですけれども、研究が全部児相にだけ聞いてい

るだけなので、外の機関から見て、児相がどう見えているかということもぜひ検討し

ていただきたいと思います。そうでないと、要するに、お手盛りの意見しか出てこな

いということになるだろうと思います。 
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 最後、障害相談なのですけれども、障害相談はある意味、チャイルドガイダンスク

リニックとしてはやるべきことなのかもしれないのですが、それに関して言うと、例

えば知能検査を全部児童相談所でやっているのですけれども、場所によってはお金が

ないから出したくないというのがあるのか、できるだけ点数が高く出る知能検査を使

っているとか、場所によっていろいろな違いが出てきたりというのがありますし、い

ろいろな判断基準を使っています。 

 今、知的障害は知能検査では診断はしないという形にDSM-5以降なってきているので

すけれども、そういうことを考えても、もう少し障害の判断をしっかりとやっていか

なければならないはずだと思います。本当にこれだけ過多の機能を抱え込んでしまっ

た児童相談所が、逆に障害の子どもたちの判断に関してもきちんとできているのかと

いう疑問があります。そういうことを含めて、もう少し内部的にも、どういう検査を

使ってどんな判定がなされていて、それが妥当なのかというところをぜひ御検討いた

だきたいと思うのです。 

 私は、児童相談所がこれだけ大きな機能を抱えていくとしたら、できるだけ民間で

やれることは民間に委託していくことをやっていかなければできないと思いますし、

そういう意味でも例えば知能検査とか、そういったものは外部委託すべきだろうと思

います。ただ、それ以前に判定の統一化、どんな児相に行っても、どんなところにい

ても子どもたちが同じように判定されるような質の均一化はなされていくべきと思い

ます。 

 もしお答えいただけるところがあったら、よろしくお願いします。 

○川松参考人 お答えするとなると私見を含んでいくことになってしまうので、全児

相調査から見られる範囲では、障害相談について児相から別の機関に移すことも十分

検討課題として認識されていると思うのですけれども、実際にはなかなか適切な機関

が見つからない。保健センターなのか、福祉事務所なのか、ただ、民間団体といって

も地方に行くとそういった民間団体が育っていない状況で、児相がやらざるを得ない

状況にあるのかなと思います。 

 ただ、幾つかの自治体では、障害相談について、現実的に他の機関との役割分担に

ついて検討を始めておられるようなので、今後は障害相談について、他の機関も含め

た分担を検討していくことが現実的には求められていくのではないかなとは考えてお

ります。 

○山縣座長 もうお一方ぐらい。 

 では、宮島委員、安部委員、その３人で終わらせてください。 

○宮島委員 ありがとうございます。 

 歴史が大事だと、私も本当にそう思います。児童相談所は今、チャイルドプロテク

ションセンターになることを求められていると感じます。ですから、今のままでいい

ということではなくて、変わっていかなければいけないのだろうなと。そのための貴
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重な資料をいただいたと思います。 

 ３点質問させていただきたいと思います。１つ目はスライド12とかスライド４なの

ですけれども、児童相談所の大きさが非常にまちまちであると。とても小さいところ

もあれば大きいところもあるということなのですが、これも歴史もありますし、都道

府県によっては地勢が全然違うので、人口が少なくてもそこに児童相談所を置かなけ

ればならない、それが必要であるということで、小さいところがあると理解しており

ます。ですから、小さいところをなくせとは思わないのですけれども、非常に大規模

化してしまっている児童相談所がかなりあるなと。適正規模が検討されなければなら

ないと。 

 川松部長が、歴史の中でも2009年までは運営指針に児童相談所が人口50万人に最低

１カ所という記述があったと。これがなくなったというのは重大だなと思っているの

ですけれども、非常に大きな規模の児童相談所については、今後人口規模等によって

分割していかなければいけないのではないかと考えるのですが、このあたりがどうか

という点が１点目です。 

 ２つ目は、スライド49で、家族支援担当というものが置かれていて、これは有効で

あると。幾つかの実際の例も私も見聞きしているのですけれども、このスライド49は、

施設入所の措置件数がこのスライドの中になぜ入っているのか。そもそも家族支援専

任というのがどういう仕事をしているのか。ほかの専任担当はある程度タイトルでイ

メージできるのですけれども、家族支援担当がどういうものかイメージできない部分

があるので、幾つかの例を教えていただければと思います。 

 最後ですけれども、民間委託、私も奥山先生と同じように、より適切なところに業

務をお任せする、民間にもお任せするということが必要だと考えておりますが、スラ

イド80、81、82を見ると、幾つかの民間委託の例があるけれども、安全確認というも

のをしているところは７カ所であって、9.2％にとどまっている。 

 そのことが進まない理由として、個人情報保護の観点から適切でないということも

述べられていますので、この辺はかかわると思うのです。単に個人情報の面だけであ

れば守秘義務を課せば何とかなると思うのですけれども、安全確認等は権限行使とい

うことになると思いますので、民間委託する場合には、その辺のことがきちんと整理

されなければならない。行う側は状況の把握ということで、ただお話を聞くというこ

とだと思いますけれども、いざ来られる住民の方々にとってはとても大きな公の権限

の行使で迫ってくるようなものだと思いますので、そういうふうになる安全確認は委

託するのは難しいのではないかと。 

 このあたりは今はまだ２年目の調査が進められているということですので、どう考

えるのかということを追加でヒアリングしていただくことを要望するとともに、どの

ようなことが現時点で考えられるのかというあたりを教えていただきたいと思います。 

○山縣座長 お願いできますか。 



11 

 

○川松参考人 全児相調査を離れて少し私個人の意見がまじってしまうと思います。

御容赦ください。 

 適正規模につきましては、大規模の児童相談所で運営していくのは、いろいろな意

味で大変なのですね。かつて50万人に１カ所という規模が示されていましたけれども、

今はないわけですが、もう少し小さい規模で行っていくことの方がいいのではないか

と私は思っております。ただ、中核市や特別区でこれを設置していくとなると、単一

児童相談所になりますので、専門性を蓄積するという点での難しさがあったり、ある

いは市町村機能と児相機能が一体化してしまうという課題もあるので、本来は都道府

県が増設できるといいのだろうと思うのです。 

 一方で、20万を切るような人口規模になってきますと、児童福祉司さんが５人程度

ということになってきます。そうすると、専任に分けたりしていくことがなかなか難

しいので、その人口規模の分岐点をどこに置くかということについて、もう少し精細

な検討が必要かと思っています。 

 各自治体、１人当たりの持ちケースは非常に差がありまして、必ずしも都市部が多

くて地方が少ないというわけでもありません。適切な担当者１人当たりの持ちケース

数を想定しながら、適正規模も考えていくということが必要だと思います。今後はも

う少し規模が小さい児童相談所が増設されていくような方向性を描いていけたらいい

のではないかと考えています。 

 家族支援担当については、調査する中で質問もございましたけれども、施設措置担

当者と家族支援担当者とを分けて聞いています。施設措置担当者は施設に入所した子

どもたちについて、施設入所後担当を引き継いで、施設でのケアであるとか、家族、

親子関係再構築支援を担う職員として、担当ケースを持って施設入所後かかわる人と

いうことで想定して質問しているのですけれども、家族支援については施設入所の子

という限定ではなくて、全ての児童相談所のソーシャルワークにおいて、家族とのか

かわりについて援助するスタッフということで想定して聞いています。 

 具体的には、例えば神奈川県に置かれているような家族支援チームのような複数対

応要員として入ったり、あるいは応援ミーティングのような家族の皆さんで検討する

対話の場をセッティングするであるとか、そういったような役割分担をされていると

ころが多いと思います。こういった神奈川県に見られるようなタイプの専任者を置い

ているところも結構あります。神奈川県は虐待専任はないけれども、家族支援がある

わけですが、そういうことで、初期対応での介入的なスタンスと、その後の支援的な

スタンスを役割分担しながらかかわる一つの方法になっているのではないかと感じて

います。 

 民間委託については、今後適切な団体があれば一緒にやっていくという方向性を探

っていくことが必要だと考えています。昨年、資生堂の海外派遣に同行させていただ

いてドイツに伺いましたが、基本的には措置については公的な児童相談所に当たる機
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関が行いますけれども、その後の継続的な支援はほぼ民間団体が行っているというシ

ステムになっていました。やはり、そのためには十分な民間の支援資源が育っている

ことが必要で、また、財政的にも保障されていなければならないと思いますけれども、

日本でそこまで持っていくには、まだまだ道は遠いと思うのですが、民間団体を育て

ていくという視点が必要だろうと思います。 

 通告の受理後の安全確認については、やっていらっしゃる自治体の多くは、泣き声

に音が伴っていない、怒鳴り声やたたく音が伴っていないようなもので、一定程度児

童相談所でフィルターをかけて精査した上で民間団体の方に安全確認を委託するとい

う形にされているところが多いと思います。これは藤林所長に御説明いただいた方が

いいのですけれども、そのことでかかわられた当事者の方が、敷居の低さ、かかわり

やすさ、ソフトなかかわりのために受け入れに効果的であるということであるとか、

必要な支援につながるきっかけになり得るということも想定されると思います。 

 これは民間団体ではなくて市町村と一緒にということも考えられると思うのですけ

れども、違う立場の人が一緒に訪問することで、当事者の方からはそれぞれの役割も

見えやすいし、役割分担もお互いに認識しやすいというところもあります。役割分担

という言葉は余り使わない方がいいかもしれないのですけれども、お互いにできるこ

とを認識し合うこともできるので、民間、市町村も含めた、一緒にかかわるという取

り組みを進めていくことが必要なのかなという気がしております。 

 最後に、児童相談所の多機能化が進んできていて、特にプロテクションサービス部

分が強化されてきているのですけれども、90年代の全児相の資料などを見ていますと、

３つのＣというものが言われていた時期があって、クリニックとコンサルテーション

とコーディネートとなっていて、それが児相の基本機能だと書いてあるものがありま

した。現状は、もうプロテクション部分にかなり精力をとられ、その安全確認に日々

追われて、その後の継続的な丁寧な支援になかなか児童相談所が携われない状況にな

っているので、現状では支援の部分が非常に弱くなってきているという認識を個人的

には持っております。 

 児童相談所が本来持っていた大事な機能というのは支援をすることであって、それ

が失われていくとすれば、日本の社会、子ども、家庭福祉にとっては、非常に痛手だ

なと思っています。だから、この児童相談所による支援の機能を何とか取り戻すこと

が必要で、そのためには何らかの機能分化をしていかざるを得ないと考えています。 

 できれば児童相談所から初期対応にかかわる部分を切り分けていくことができると、

児童相談所が支援の機能を果たせるようになると思うのです。現状ではこれを組織の

中で、次善の策として分けて行われている状況があります。特に警察からいただく心

理的虐待通告などについては、日々その安全確認に追われている現状があって、その

ためのマニュアル的な仕事に現場のワーカーの皆さんが追われて、支援的なかかわり

がなかなかできにくくなっていることを考えると、そういったケース対応については
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専門のセクションが対応していくことも、切り分けて対応していくということも現実

的には選択せざるを得ないのかなと考えております。 

○山縣座長 では、最後に安部委員、できるだけ短くお願いします。 

○安部委員 ありがとうございます。 

 スライド番号80のところなのですけれども、民間委託の話です。皆さんと同じよう

に、私もできるだけ民間委託を進めた方がいいなと思うのですが、中身を見ると、主

に里親のことが多くて、それはフォスタリング機関で行けそうな気がするのですけれ

ども、２番に夜間休日の相談対応があって、これがどのレベルまでやっているのか。

相談を受けるだけなのか、それともちゃんと対応までしているのかというようなとこ

ろまでわかっていれば御紹介いただければいいし、もしあれだったら、ここは今年度

もう少し詳しく調べていただけるとありがたいなと思いました。 

 以上です。 

○川松参考人 これはもう少し調べていきたいと思いますけれども、電話を受けてつ

なぐところが多いと想定しています。ただ、その他のところに「189」の受電が入って

きていましたので、両方に回答されているのかもしれないと思っています。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 まだまだ質問はあろうかと思うのですが、時間をオーバーしていますので、これで

川松参考人のヒアリングを終わらせていただきたいと思います。 

 最後に１点確認させてください。これは今、中間取りまとめということなので、私

もこんなに細かい調査をしておられるのは知らなかったのですが、まだ我々は入手で

きない、中間取りまとめの中間報告を見ることは可能なのですか。それともここまで

が今は限界ですか。 

○川松参考人 すみません。まだ文書化をしておりませんので、単純集計の報告書し

かございません。 

○山縣座長 それはネット等で見られますか。 

○川松参考人 まだ公開しておりません。 

○山縣座長 わかりました。もしネット等で公開されましたら、事務局を通じて我々

にも教えていただけたらと思います。ありがとうございました。 

○川松参考人 ありがとうございました。 

○山縣座長 では、続いて江口委員、よろしくお願いします。 

○江口委員 貴重な時間をありがとうございます。 

 それでは、早速御説明させていただきたいと思います。お手元にあります横型の資

料の４ページをご覧ください。大阪府における対応件数等の推移を平成12年の防止法

成立から経年でずっと拾っております。第１期、第２期、第３期という形で内部的に

整理して発表させていただきます。 

 対応件数を見ていただいたらわかりますように、平成12年1,600件、2,300件が、現



14 

 

在１万1000件を超えている状況でございます。括弧内が警察からの通告の状況でござ

います。第１期には100件未満でございましたが、現在は5,000件を超えているという

状況を見てとっていただけると思います。特に平成26年から急激に増えているのは、

すぐわかっていただけるかと思います。 

 主に虐待相談対応をする児童福祉司の現員数を書いております。平成18年に堺市が

政令市で移行いたしましたので、地域が減ったわけでございますが、その後も人事当

局の配慮もあって、人間は増えてきております。 

 一時保護件数でございます。虐待による件数は内数で書いておりますが、現在2,158

件、最初は300件ぐらいだったのが、このペースでございます。推計では今年3,000件

に近づくと推計しております。 

 28条等の申し立て件数でございますが、１期、２期、３期で明らかに申し立て件数

が変化してきております。現在50件前後が申し立てておるところでございますので、

申し立てに至った件数でございますので、その前に審議会の意見を聞くという件数が

このほぼ倍あると考えておりますので、年間100件近い件数を検討に入っているという

ことでございます。 

 立入調査と警察の援助依頼を受けている件数もこのぐらいで、40件前後をしており

ます。 

 弁護士への相談件数を見ていただいたらわかりますように、１期、２期、３期で大

きく変わっておりまして、現在1,500件の年もあるというところでございます。 

 大阪弁護士会の大変な御協力のもと、1,500件というのはかなりの件数でございまし

て、メールでの相談、電話での相談、訪問しての相談、それから、児童相談所に来て

いただいての相談、ほぼ毎日相談をかけているということで、常時の相談ができる体

制がございます。また、弁護士の先生方には各々お得意の分野がございまして、医療

過誤にお詳しい先生、あるいは相続にお詳しい先生、それぞれの得意な分野の先生方

を組み合わせていただいて、チームで、大体申し立てには２～３人の弁護士について

いただいておりますので、かなり手厚い形でやらせていただいているところでござい

ます。 

 これをもとに１ページを開いていただきまして、１期、２期、３期のそれぞれの状

況を簡単に説明させていただきます。 

 第１期が平成12年から15年の相談援助を中心とした体制から、虐待対応への転換の

時期と理解しております。 

 平成13年に2,400件を超えましたので、大規模センターでは１児相400件を超えてく

る状況でございました。ですので、全児相の調査でも400件を超えると分離する傾向が

見られるという報告がございましたけれども、そのような形となっております。 

 虐待対応に対する専門的技能の集積が必要だという認識を持っておる中、次のよう

な取り組みをいたしました。 
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 相談援助的なアプローチだけではなくて、介入指導的なアプローチをしっかりしま

しょうと。意識の変換が必要ですねと。それから、ネットワークの構築、これに集中

しましょうということで、平成13年に虐待対応課の創設、それから、危機介入援助チ

ームの設置をいたしました。 

 防止ネットワークは平成６年から大阪は取り組んでおりまして、国のモデル事業に

先駆けて、地域でずっと取り組んできた形をモデル事業に使いながら充実させてきた

ところでございます。 

 保健師の配置が平成14年、配暴（配偶者暴力相談支援）センターの機能を付加した

のが平成14年でございます。 

 ２ページ、第２期でございます。介入・保護と法的対応の蓄積の時期というように、

ここの10年間は非常に重要だと認識しております。岸和田事件が平成15年にございま

した以後、虐待相談ケースの急増がございます。重大事件が続く中、要対協の設置義

務化なども進んでまいりましたし、市町村の通告窓口が明示されてきております。 

 度重なる法改正に伴って、結果的に言えば法的な権限機関としての側面を児童相談

所は強めざるを得なかったというのは、これは法改正の趣旨からいってもやむを得な

い動きだと認識しております。 

 組織的な判断による「疑わしきは介入・保護」をかなり徹底する時期でございまし

た。 

 弁護士への相談というのは、先ほど見ていただいたように1,500件相談しております

ので、毎日数件ずっと相談している。同じ事案に対してメールでも相談するとか、申

し立て書の追加資料をこうしましょうとか、かなり緊密な連携をしていただいており

ます。 

 それから、市町村のアセスメント・相談対応力の強化の支援をしなければならない

という認識がございました。 

 保護する子どもたちがどうしても被虐待児が増えてきている状況の中、医学的、心

理的な教育治療機能の強化が必要だということで、平成25年になりましたが、「ここ

ろケア」という診療所を設置し、精神科医１名、小児科医１名を常勤で配置しており

ます。 

 児童相談所の職員の職場定着・専門性確保を考慮した組織体制の構築ということで、

職場定着といいますのが、このころ児童相談所の職員は疲弊に疲弊をしておりまして、

正直に言って辞めたいという話はたくさん聞いてまいりました。非常に厳しい状況に

置かれておりました。 

 その中で、何とか経験が蓄積されたケースワーカーを職場に定着させるにはどうし

たらいいかということで、かなり議論してまいりました。専門性の確保を考慮した組

織体制の構築ということが必要だという認識のもと、平成26年にはなりましたけれど

も、その前から準備いたしまして、福祉部の福祉総務課というところがございますが、
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そこにまず専門職を１名配置しました。福祉部等に、社会福祉職が500人を超えており

ますが、その全体の研修計画、全体的にどういうように専門職のスキルアップを進め

ていくのか、あるいは人事の戦略、採用戦略を全体的に統括するセクションを福祉総

務課に設け専門職を配置いたしました。 

 ということで、そういう形で職場定着も含めワークライフバランスを考えた組織体

制の検討に入っていったところでございます。 

 虐待対応課の児童福祉司・心理司の増員による体制強化とともに、危機介入援助チ

ーム、ここでは医師というものを少し特出しいたしました。このころからAHTであると

か、様々な事案の発生が増えておりますので、いわゆる法医学鑑定ということで、法

医学の教室にお願いにまいりまして、法医学の先生方に御協力をお願いし強化してき

たところでございます。 

 それから、児童相談所職員の派遣は平成18年から、弁護士等あるいは児童相談所元

所長の市町村の支援チームへの派遣は23年から続けてまいりました。 

 それから、中央児童相談所の職員が中心になって、ワークライフバランスに対応し

た組織体制の検討に平成24年から入りまして、結果、28年に大幅な組織改変に至った

ところでございます。 

 第３期でございます。初期対応から家庭養育への移行まで切れ目ない支援の構築と

いうことがテーマでございました。虐待以外の相談の中にも、当然要保護性が高くリ

スクが高いケースはかなり増えてきております。非行相談、障害相談、不登校相談、

健全育成相談、全てでございます。 

 その中で、要保護性に着目したリスク判断をしていこうと。というのは、保護がで

きる権限が児童相談所しか与えられておりません。そういう意味で要保護性に着目し

て、障害、その他、全相談にリスクアセスメントを入れています。中には要対協の台

帳に載っていましたということで、早くにスクリーニングができて初期対応が進んだ

という事例もございました。 

 夜間休日の通告、一時保護件数が増加しております。それから、一時保護児童の権

利擁護、社会的養護にある児童への支援の高まりということを受けて、また、24時間

365日の初期アセスメントの対応の強化ということ。それから、市町村、要対協を核と

した包括的支援の仕組みづくりを地域でどうしていくのか。地域の資源、地域の社会

的養護の資源も含めて、保健センターの力、いろいろなところを組み合わせながら、

地域ごとに合わせた支援体制を組んでいく必要性を感じたところでございます。それ

から、社会的養護にある児童の家庭移行支援の強化ということと情報連携のあり方、

この４点を中心に取り組みました。 

 全ての通告・相談を一括して受理して、初期アセスメントや介入を含めた【初期】

対応を行う「相談対応課」を設置し、インテーク部門を設置いたしました。また夜間

休日当直チームを設置して、常勤職員２名（指示判断者1名と警察官OBも対応）が輪番
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制で入っております。平成22年の出動件数ですね。電話を受けるだけではなくて、実

際に出動した件数で104人の子どもの安全確認あるいは保護をしております。平成29

年の実績でいきますと、447人の安全確認と保護をしておりますということで、大阪の

場合は、夜間休日対応のためにこれだけの人的資源投下をしておりますので、夜間休

日に出動させることは昼間、その分出勤者が減るということでございます。なので、

昼間の職員体制が弱くなりますので、夜間休日がこれから伸びていけば、それも含め

た人員体制をどう考えるのかについて検討が必要な時期が来ているのではないかと考

えております。 

 それから、全センターに市町村コーディネーターを1名配置いたしました。これの効

果といたしましては、平成30年度、４カ月の実績でしかございませんが、警察から面

前ＤＶでの通告が児童相談所に来た件数のうち、260件余りが市町村に事案送致ができ

ました。これは市町村ごとにコーディネーターが回りまして、どういう形で協働して

やっていくのか、どういう場合に事案送致が適当なのか、児相はどこまで調査して、

市町村はどこから一緒にやっていくのかというのを、細かく調整いたしました。結果

として、260件余りが事案送致できたと。年間推計で行けば780件ぐらいかなという規

模になっていますので、これは非常に地道な取り組みではございますが、重要だと認

識しておるところでございます。 

 社会的養護にある児童を支援する育成支援課を設置し、ここは支援だけをやってお

ります。完全に分離いたしました。相談対応課と違って、施設に入っている子、里親

宅で生活している子の支援、また、家庭に復帰が望まれる子を集中的に支援しており

ますので、緊急対応は（基本）入りません。（今年度当初から）家庭移行推進担当チ

ームを設置して、児童相談所ごとにそれぞれのケースを定期的に振り返りながら家庭

に移行させるのをどうしたらいいのかなどということを集中的にやっているところで

ございます。 

 また、市町村、警察、検察等との情報連携の強化を進めているところでございます。 

 長くなりました。以上でございます。 

○山縣座長 ありがとうございました。 

 続けて、藤林委員、急なお願いにもかかわらず引き受けていただいてありがとうご

ざいます。よろしくお願いします。 

○藤林委員 福岡市の藤林です。 

 先週末に依頼を受けたものですから、ペーパーが間に合いませんので、読み上げた

いと思います。主に福岡市における介入と支援の組織編成の変遷について報告したい

と思います。 

 福岡市児童相談所として虐待ケースを担当する課と虐待ケース以外を担当する課を

分け始めたのは2002年が最初になります。虐待防止法施行の２年後、増加する虐待通

告を全ての地区担当ケースワーカーが対応することで、地区担当ケースワーカーの在
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宅ケースの支援、または施設等に措置したケースへの支援が後回しになってしまうと

いった事態を避けるため、より迅速に対応できるよう虐待ケースを担当する課を設置

したのが始まりです。 

 当初は虐待ケースの受理からその後の在宅支援、施設措置後まで受け持つようにし

ておりました。これを第１期とします。その結果、虐待を担当する課の職員も支援ケ

ースを多くかけ持つことになり、結果的には迅速な対応ができなくなってしまいまし

た。 

 そこで、虐待を担当する課が担当する期間は、保護者との間の援助関係が安定する

までとなり、その後、またいろいろなケースの蓄積がありまして、援助方針が決定す

るまでと虐待を担当する課の期間を設定し直しました。ですから、虐待についての告

知を保護者が受けとめ、同意のもとで在宅支援や３号措置になった段階、あるいは28

条ケースのように対立はあったとしても、一定の法的枠組みができ、保護者との関係

が安定した段階で支援セクションに引き継ぐことになりました。これを第２期としま

す。 

 大体第１期は10年ぐらい続き、今の形になったのはこの３年ぐらいで、徐々にこう

いった考え方になってきました。ですから、当初の虐待ケースかどうかでセクション

を分けるのではなくて、虐待通告を受理した後の初期対応を行うセクションとしての

緊急支援課と援助方針決定後の支援を担当するセクションとしての支援課というよう

に明確に分離し、役割が明確になっていきました。 

 ここで介入と支援という言葉は、どうも使う人によってそこの意味するところが異

なってきますので、PwCさんの研究報告書にありますように、初期対応機能と支援機能

というように名づけてもいいのかなと思っております。現在、初期対応機能を担う緊

急支援課には課長に弁護士を置き、８名の職員がおります。支援機能を担う支援課は、

初期対応後に保護者が虐待の事実を受けとめ、支援関係ができたところで引き継いで

いきます。また、虐待相談であっても、最初から保護者からの相談は支援課で受けま

す。つまり、保護者との間で支援の契約が当初から成り立つケースは支援課が担当す

るわけです。もちろん虐待以外の養護相談、育成相談、非行相談といった、保護者が

支援を求める相談も当然支援課が担当します。 

 一方、支援課が継続支援を行っていても、途中経過の中で、関係機関や近隣から虐

待通告が入ることがよくあります。そんな時には、緊急支援課が対応するようにしま

した。そして、よりニュートラルで客観的な視点で子どもの安全確認やセーフティー

のアセスメントを行っていくことにしております。 

 そして、問題がなければ支援課が継続支援を行いますが、子どもの安全に問題があ

れば、ここから緊急支援課が持ち始めます。 

 セクションを分けたそもそもの発想は、業務内容が異なり、より迅速な対応が求め

られる虐待初期対応を分離する発想から始まったのです。これは全児相調査において
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一番言われている迅速な対応が可能という利点です。 

 ところが、その後、多くのケースを経験する中で、支援課と緊急支援課の業務内容、

また、視点が大きく異なることにみんな気がついていきます。特に常勤弁護士が来て、

そこが明確になってきました。つまり、虐待初期対応が担う役割は子どもの安全調査

であり、安全確保です。非常に判断が難しいケースが日常的に持ち込まれて受理をい

たします。セーフティーとリスクを慎重に見きわめながら、また、認定できる事実は

何かということを慎重に見きわめ、一時保護や立入調査、またはその解除の判断を行

っていきます。これはかなり高度な判断です。 

 例えば医療機関からの通告内容に対して、セカンドオピニオンはもちろんです。必

要とあればサードオピニオンもとっていきます。こういったアセスメント力、調査力、

情報収集力は、多くの困難ケースの経験を蓄積することで、緊急支援課としてかなり

高度なものに発展しつつあります。この利点はつまり、全児相で言うところの虐待相

談のノウハウの蓄積です。 

 今回のこの発表に当たりまして、緊急支援課長である弁護士の課長とも話してきた

わけなのですけれども、そもそも初期対応と支援機能を分離させる一番の利点は何か。

それは迅速性や専門性の蓄積もありますが、最も大きいものは何かということを改め

て確認してまいりました。 

 緊急支援課は、ケースの前も後も支援を担当しないことを原則としています。です

から、初期アセスメントとそれに基づく対応を客観的に行うことができるという点が

大きな利点です。これは非常に大きな意味を持つということを、私も多くのケースを

経験する中で実感してまいりました。 

 初期対応後、その後の支援も担当するとなると、どうしてもアセスメントと対応の

客観性に影響を与えてしまいます。私は精神科医なので、例えばこういう比較も行う

わけなのですけれども、措置入院を判断する精神保健指定医は、入院先の精神保健指

定医が担当しないというルール、私が精神科医療にいたころには多くそういったルー

ルで行われておりました。非常に厳しい、難しい判断をする場合に、その後の支援も

担当するとなると、そこにはどうしても判断に影響があらわれてしまうと思います。 

 もっと影響を受けやすいのは、今まで支援を担当していたケースワーカーが、再度

の虐待通告があった際に、客観的な初期アセスメントができるかといった問題があり

ます。どうしても担当者もスーパーバイザーもそれまでの支援の積み重ねがあります

ので、影響を受けてしまいます。 

 今回の目黒区の虐待死亡事例検証報告書において、初期対応セクションと支援セク

ションを分離していないことがアセスメントに影響を及ぼしたのかどうかの記述がな

いのでわかりませんが、私どもの経験では、どうしても支援経過が長くなればなるほ

ど、再度の虐待通告に対する客観的な判断が難しくなります。せっかく作り上げた支

援関係を壊したくないという主観が入ってしまうのです。前後の支援関係から独立し
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て、より客観的なアセスメントと対応を確実に行い得るという利点は、これは全児相

調査にも、PwCさんの調査項目にもそのものずばりは入っていないわけなのですが、私

は所長を16年務めていく中で実感として言えるところです。 

 管轄人口の規模、または都道府県、政令市、中核市、特別区と、自治体によってバ

リエーションはさまざまでありますけれども、虐待死亡を繰り返さないためにも独立

した初期対応セクションを設置するといったことをスタンダードとして、全国に広げ

ていただきたいと思います。 

 なお、現行の児童相談所運営指針においては、虐待専従チームを設置する目的とし

て、「児童虐待等の相談に対して迅速な対応を行えるよう」となっておりますけれど

も、やはりそこはより客観的なアセスメント対応が行える。そういった目的をもとに

今後検討をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○山縣座長 ありがとうございました。 

 急な御依頼にもかかわらず、非常にわかりやすい説明をいただいて感謝しています。 

 では、今のことも含めてこれから２つ目の課題に入っていきたいのですが、これま

で３回にわたりまして、附則第２条３項の規定に基づく御意見を伺ってまいりました。

今までは１～２回目のところで業務のあり方と通告のあり方について主に意見をいた

だき、前回３回目のところで職員の資質向上に関するところについての御意見をいた

だきました。今回、座長代理も含めて事務局とともにこれまでの議論の経過を少し丁

寧に整理させていただきましたので、きょうはそれをもとにさらに議論が足りない部

分についていろいろな御意見を伺えたらと思っています。 

 まず最初に、これまでの議論の整理を事務局からお願いします。 

○宮腰虐待防止対策推進室長 事務局でございます。 

 資料３の横表になっております「これまでの主な意見（案）」という資料をご覧い

ただければと思います。 

 これまでの第１回から第３回までの議論の御意見については、資料５の方で全般的

な意見ということで資料の整理はさせていただいているのですけれども、この資料３

につきましては、今、座長からも御説明がございましたが、議論が少し足りない点あ

るいは意見が分かれている点、こうした部分について、本日、御議論いただくに当た

って、少し材料として、頭の整理的なものとして御用意をさせていただいたものでご

ざいます。なので、そういうものとしてご覧いただければと思います。 

 まず資料３の１ページ目の１．児童相談所の業務の在り方についてという項目でご

ざいます。意見と書いてある欄でございますが、上の３つは主に問題提起的な考え方

を書かせていただいております。一つは、支援ができなくなることを危惧するために

介入を躊躇する、こういったことをなくすために機能分化が必要なのではないか。あ

るいは、支援をしている人と子どもを分離していく人を分けた方が保護者との関係が
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作りやすい。また、介入的な対応ができていないということについては、アセスメン

トがきちんとできていないからではないか。こうした御意見をいただいているところ

でございます。 

 これに関連いたしまして、括弧で書いてございますが、児童相談所の機能・専門性

の強化ということで、まず１つ目の○でございますけれども、きちんとそうしたアセ

スメントあるいは介入に対応できる体制の強化を行うべき。２つ目の○でございます

けれども、各都道府県等におきまして、ビジョンを持って課題を受けとめて取り組ん

でいく。その中で児相のあり方を考えていくべきだ。３つ目の○といたしまして、全

国どこでも子どもの権利が守られるように、児童相談所の標準化を検討すべき。ある

いは、質の向上を図るための取り組みとして第三者評価、こうしたものを検討すべき

ではないかということでございます。 

 その下でございます。介入機関と支援機関の分離という部分ですけれども、介入と

支援は並行して進める必要があるということから、児童相談所という同一の機関の中

での機能分担を考えていくべきではないか。 

 その下でございますけれども、今の御意見も踏まえまして、児童相談所内での機能

分化につきまして２つ意見を並べさせていただいておりまして、１つ目の○といたし

まして、中央児童相談所だけでも機能分化し、児童相談所内で介入セクションと支援

セクション、こうしたものを設けることを基本とすべきではないか。 

 ２つ目の○といたしまして、児童相談所によって人口規模、相談対応件数、こうし

たものが異なるので、全国一律のあり方を求めるのは難しいので、方向性、考え方を

整理することが適切ではないかといった御意見がございます。 

 ２ページ目、市町村と児童相談所の役割分担といたしまして、児童相談所と市町村

が連携をして、一緒に実践を積み重ねていく。こうしたことが重要ではないか。 

 市町村の体制強化といたしまして、地域の多様性も考慮いたしまして、市区町村子

ども家庭総合支援拠点、子育て世代包括支援センター、こうしたものの一体的な運用

の促進など、市町村が効果的に支援できるような取り組みが必要ではないかといった

御意見がございました。 

 ２．要保護児童の通告の在り方の部分でございます。通告窓口の一元化・通告対応

の在り方の小見出しがついているところをご覧いただければと思います。１つ目の○

といたしまして、専門的にスクリーニングを行う通告窓口を各都道府県に１カ所作り、

一元的に通告を受け付けるべきではないかといった御意見。その問題意識といたしま

しては、小見出しの上の部分に書いてありますけれども、通告者がどちらに、市町村

か児相に連絡するのかを委ねるべきではない。あるいは、通告内容と通告先のミスマ

ッチを解消する必要がある。こうした問題意識から、一元的に通告を受け付けるべき

ではないかという御意見をいただいております。 

○奥山委員 座長、済みません。 



22 

 

○山縣座長 どうぞ。 

○奥山委員 これは事前に配られていますし、皆さんも読んできているはずですし、

みんなが言ったことをまとめているわけですから、ざっくりお話しいただければいい

のではないでしょうか。こんなに長くしても時間の無駄だと私は思います。 

○山縣座長 わかりました。 

 では、簡潔にお願いします。 

○宮腰虐待防止対策推進室長 失礼いたしました。 

 一方で、その下をご覧いただきますけれども、関係機関との情報共有、市町村とも

かなり進んでおりますので、一元化は反対といった御意見もいただいております。 

 その欄の下の方でございますけれども、児相への警察からの通告、こうしたものが

増えているものについてもトリアージが必要。そうした御意見もいただいているとこ

ろでございます。 

 続きまして、３.の資質向上に関する部分でございます。３ページ目、児童相談所と

市町村とそれぞれ分けて整理させていただいております。児童相談所のところは、主

にスーパーバイザーの御意見を多くいただいておりましたので、下半分にスーパーバ

イザーに関する意見、それから、それ以外の児童相談所の職員の意見を上半分に整理

させていただいております。 

 児童相談所の職員のところをご覧いただければと思います。スーパーバイザーのと

ころをご覧いただきまして、大きく２つ意見をいただいていたかと思います。１つ目

が、資格化をいたしまして、資格を取得した方でなければスーパーバイザーになれな

いようにしていく、また、そうした場合にはインセンティブをつけていくということ

を御意見としていただいております。 

 その下の御意見でございますけれども、子どもだけの資格を作っても取得する人が

少ないのではないか、あるいはスーパーバイザーにつきましては、都道府県の中での

任用が前提とされていることを踏まえた行政組織中でのステップアップ、こうしたも

のを考えるべきではないかという御意見をいただいております。 

 これ以外に、スーパーバイザーの質の向上のためにどういったことが必要なのかと

いった御意見もその下のところに書かせていただいているところでございます。 

 ４ページ目、市町村の部分でございます。市町村の職員につきましては、要対協の

担当者の資質の向上、それから、拠点をもっと広げていくことが必要なのではないか。

市町村の対応力向上につきましては、児相による支援も必要ではないかというお話。 

 その下でございますけれども、先ほどお話がありました資格化をしたスーパーバイ

ザー、こうした資格を取得した人を市町村にも配置すべきではないかという御意見。

その下のところでございますが、全ての市町村でそうした人を養成、配置するのは難

しいのではないかといった御意見をいただいているところでございます。 

 その他のところで、協同面接のお話、アドボケイト制度のお話、自立支援、そうし
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たところについても御指摘をいただいているところでございます。 

 長くなりまして恐縮です。 

○山縣座長 ありがとうございました。 

 では、今までの議論の中から重要なところを抽出いただいたところなのですが、加

えてきょう構成員からも意見を資料として書面で提出していただいておりますので、

できましたら長くて５分、できたら３分から５分ぐらいで説明いただけたらと思いま

す。これは順にお願いをします。 

 安部委員からお願いします。 

○安部委員 安部です。 

 今、室長も言われましたけれども、スーパーバイザーが児童相談所の対応強化の鍵

だろうと、この議論を通じて思いました。ただ、どうやったらスーパーバイザーの質

を向上できるかと考えた時に、なかなか難しい。いい知恵が浮かばなくて、だめな部

分がいっぱい出てきたのです。 

 まず、統計であるスーパーバイザーの数が、私が知っているところを数えてもちょ

っとこれはと思って、プレイングマネジャーのスーパーバイザーと課長級の部門の長

のところまでスーパーバイザーに数えているのではないのと思いました。 

 それから、２つ目ですけれども、おおむね５年以上勤務した者がスーパーバイザー

になれるというところが本当に厳密に守られているかなというのも現実的に危惧した

ところです。 

 ３つ目なのですけれども、採用年度を考えると、専門職採用が増えてきたのが10年

ぐらい前で、現実的に行政の中でスーパーバイザーになっていくのが40代から50代ぐ

らいで、その人たちが任用されたころは本当に虐待防止法ができた、虐待が始まって

きたところだと思います。江口先生のところみたいにボリュームがあって、幾つもあ

って、その中で児童相談所を回る中で成長していく部署では、本当に鍛えられながら

成長していっているのだろうなと思ったのですけれども、そうでないところは、例え

ば専門職で採用されたとしても、児童相談所に５年勤めた、でも、ほかの福祉事務所

だとか、施設だとかと回ってきて、それで５年はクリアしているという人が今の児相

に戻ってきても、なかなかスーパーバイザーになれないかもしれないなと思いました。

過去の５年間で本当に今役に立つスーパーバイズができているかという問題がありま

す。 

 それから、先ほど室長が言われた都道府県の計画にちゃんとスーパーバイザーの育

成計画というものがありましたけれども、組織の育成計画が、考えてみたら児童相談

所の職員というのは全公務員の１％未満なのですね。そこをしっかりしろというのも、

人事担当者の頭の中にないのではないかと思って、本当にどこかでしっかり児童相談

所の組織をこれから先どんなふうに養成していくかということを考えなければいけな

い。 
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 同時に、行政として採用された職員が児童相談所に来たとしても、自分の意思でキ

ャリアプランが想定できません。今やっている仕事、担当している仕事は一生懸命す

るのですけれども、それプラスアルファのステップアップと考えるのは、多分心理職

はかなり自主的な勉強をされていると思いますが、福祉司が自主的な勉強をしたとし

ても、この分野はおもしろい、やっていこうと思ったとしても異動させられてしまう

という、自分でのキャリアプランが立てられないという難しさがあるかなと思いまし

た。 

 ただ、書いていませんけれども、対応策というか、本当に専門職の採用が随分増え

ていますね。前回指摘しましたけれども、3,500人の児童福祉司のうち社会福祉士が

1,300人ぐらいいて、大学で福祉、教育、心理を学んだ者が1,000人ぐらいいる。そん

なふうに専門職でなければやっていけないような時代になってきているので、10年後

はかなりうまくいくかもしれないなということが一つ。 

 もう一つ、スーパーバイザー同士がほかのスーパーバイザーから意見を聞く。自分

が迷った時に、組織の中ではなくて同じ都道府県の中の別の児相のスーパーバイザー

に相談するようなピアカウンセリングといいますか、ピアスーパービジョンみたいな、

そのような仕組みをとることによってスーパーバイザーを支えていくというか、スー

パーバイザーを育てていくということも考える必要があるかなと思いました。 

 次のページです。議論にはなっているのですけれども、江口先生、それから、藤林

先生の話を聞いて、初期対応と家族支援のバランスというところを考えたところです

が、本当に両方が必要で、ただ、どうしても児童相談所は両方の義務を負っていて、

でも、初期対応、緊急対応に特化してしまうと、本当に職権保護がどんどん、ちょっ

と怪しければすぐ保護ということになって、本当にそれが児童の対応になるのか。少

しでも危険があれば保護ということになると保護件数が急増しますし、保護者とのト

ラブルも大きくなるだろうと。けれども、それを躊躇すると、本当に目黒事件みたい

なことも起こって、死亡事例が後を絶たないという、その両方のバランスをどうとる

のか。それを全国統一のシステム、規格化とすることは無理で、どうしたらいいかな

ということで、Ａ、Ｂというように考えてみました。 

 以上です。 

○山縣座長 ありがとうございました。 

 続いて、奥山委員、お願いします。 

○奥山委員 今回が終わるとこれが取りまとめという形になるわけで、取りまとめの

際のことを少し委員提出資料に書かせていただいたのですけれども、前回藤林先生も

おっしゃっていたように、これまでいろいろな議論がなされてきたことをベースにこ

のワーキングがあるはずなので、そこのところをきちんとまとめてまず出してほしい

と思います。そのような過程の中で工程表が出ていますが、その進捗状況がどうなっ

ているのかを、本来最初に示していただくべきだったと思うのです。それがないので、
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議論が戻りがちです。これは別紙として質問を挙げていますので、工程がどこまで来

ているのかをお示しいただきたいと思います。 

 ４つ目ですけれども、要するに、今、大きくいろいろな問題が出てきていて、みん

ながこのままでいいとは思っていないわけですね。児童相談所も。ですから、このま

までいいという意見だけは取りまとめとして採用しないということが必要です。こう

すればこういうところがよくなるのだというところをきちんと全員が出すことを考え

ていくべきだろうということを挙げさせていただきました。 

 その中で、きょうのお話にありましたように、恐らく虐待対応がすごく大きな問題

になってきているのが30年ぐらいなのですね。この30年間の方向性の誤りというもの

をどう見ていくのか。そこは非常に大きな問題だろうと思います。 

 先ほど言ったようにチャイルドガイダンスセンターという形で、先ほどのトリプル

Ｃではないですけれども、相談という枠組みでやってくる中で、先ほど江口さんもお

っしゃっていたように大きな意識の転換が必要だった。でも、本当に転換し切れてい

ないのか、してしまっていいのかという、また、支援が潰されていくような部分もあ

るわけです。それは、その相反する、方向性の異なる機能を同じところでやってきた

という問題をどう見るのかという点が大きいのだろうと思います。そこの大きな視点

での議論をまずもう一度確認しておく必要があると思います。 

 ５番目ですけれども、これまでの主な意見という中に、違うところが幾つもありま

したので、そこを書かせていただきました。例えば、ビジョンでも言っているのは、

第三者評価ではなく、評価機構の創設です。今の施設の第三者評価のいいかげんさと

いうのがあります。機構であれば機構が担保されなければいけないのですけれども、

今、第三者評価、評価している側を担保していないのです。評価基準はありますけれ

ども、評価している側をインスペクションしていないのです。そういう意味でも、や

はり機構の創設が必要だろうと思います。ましてや、一時保護者とか児童相談所は全

部合わせても240ぐらいしかないわけですから、そういうところをきちんと評価してい

くというところの機構が必要だと思います。 

 民間委託の話は先ほども出ましたけれども、これは１回目に出ていたはずなのです

が、全く入っていないのはなぜなのか理解できません。プロ意識の話もしましたし、

児童相談所は専門機関とすべきではないかという意見を言ったのですが、これは全く

取り上げられていません。また、協同面接に関しての問題点は、一番は法的担保がな

いままスタートしているというところだと思います。ですので、いろいろなことを書

かれていますけれども、法的担保をどうするのかというところが一番大きな問題だと

思います。 

 その次に、１回目のワーキングで配布された検討事項で議論されていないところを

ピックアップしてみました。まず、専門性の強化というところで、弁護士と医師をど

うするか。現在は弁護士の常勤化というところまでは行っていません。医師もいるの
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ですけれども、ほとんど非常勤だったり、先ほどの手帳の判定にかなり割かれている

のだと思います。虐待対応ができる常勤医師と常勤弁護士は必要だと思います。中核

市、特別区の児相設置に関しても、特別区は大分進みつつあるのですけれども、中核

市はなかなか進まないということを考えると、法律上の必置ということが必要ではな

いかと思います。 

 それから、適切な一時保護の実施と書かれているのですけれども、アセスメントの

問題が大きいというのはみんな一致しているわけです。アセスメントの問題が大きい

と一致している割には、今のアセスメントシートがひど過ぎるのです。前回も言いま

したけれども、本当に信頼性と妥当性を科学的に判断されているものなのかというこ

とが問題です。 

 本来、適切なアセスメントをするのはどうしたらいいかということを議論すべきで

す。シートでやるべきなのかという原点から戻る必要があって、テキストであるとか

専門性の強化であるとか、そういうところで本来は担保されているべきだと思います。

また、適切な一時保護だけではなくて、一時保護解除にかかわるソーシャルワークと

いうことをもう少し丁寧にやるべきではないかと思います。 

 子どもの権利擁護の仕組みの構築というところに関して、たしかアドボケイトに関

しても研究がされていて、ヒアリングができるのだろうと思ったのですが、今回、全

然その話になっておりません。アドボケイトの仕組みは非常に重要だと思いますので、

ここのところももう少しきちんと議論する必要があるだろうと思います。 

 「今後の検討事項」ということに書かれてはいないのですけれども、自立支援も重

要だと考えます。措置をした行政の責任として、自立支援ということが、児相あるい

は市町村の支援の中で非常に大きい。要するに、社会的養護から出た方、地域での指

導措置になっている方々、そういう責任上の自立支援をどうやってやっていくのかと

いうのもこれから大きな問題だろうと思います。 

 以上です。 

○山縣座長 ありがとうございました。 

 進行上の不適切さ、深く受けとめます。 

 事務局の方、今、奥山委員からあった部分で次回回答いただけるところの準備をよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、清水委員、よろしくお願いします。 

○清水委員 都道府県からの意見ということで、緊急にアンケートをとりまして、そ

の取りまとめをさせていただいたものをここに提出させていただいております。 

 まず、児童相談所の業務のあり方ということで、児童相談所の機能分化といったこ

とについてなのですけれども、メリットについてはある程度わかるのですが、問題は

規模、こういったものを全く無視して一律にこれを進めることが果たして妥当なのか

どうなのかといったことについて、疑問視する意見がございました。 
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 このことも踏まえまして、国において、こういった規模等も踏まえた機能分化のあ

り方をモデル的に示していただいて、各児童相談所において地域の特性等も踏まえて

選択を行う、こういったことが現実的なのではないかといった考え方が示されたとこ

ろです。 

 第三者評価の導入なのですけれども、導入については特に大きな反対はなかったの

ですが、児相の実情というのがさまざまだといったことで、取り組みもいろいろな形

でやられているといったことがありましたので、評価項目であるとか評価方法、基準

等について、一律にならないように国において十分検討していただきたいといったよ

うな御意見がございました。 

 これを踏まえまして、第三者評価の導入に当たっては支障について事前にしっかり

と意見を聴取していただいて、具体的な内容を検討いただくといったことと、当然児

相にそういった第三者評価を行う前提として、児相の体制が十分に整っているといっ

たことが前提になるのかなという御意見がございまして、そういった意味での人員配

置、それから体制整備、こういったものも含めた準備が必要だろうということなので、

それを踏まえた準備期間を十分にいただきたいと。それから、当然負担の少ない方法

といったことも御意見としてございました。 

 通告のあり方といったことなのですけれども、現行の体制、確かに市町村と児相の

方で分かれているといったことについて問題があるのではないかという御意見もあっ

たのです。ただ、実際に今の住民からは「189」、それぞれ関係する機関からはそれぞ

れ関係する機関にという通告の方法の中で、大きな支障はないのではないかといった

意見が多かったということでございます。 

 現に、今後子ども家庭総合支援拠点といった整備が進んで市町村の体制が充実して

いけば、基本的に市町村と児相の連携を充実していけば迅速な対応が可能になるので

はないかといった意見が多かったという状況でございます。 

 それから、通告に対して迅速、効果的に対応できるように、情報共有のシステムと

いったものをしっかりとこれから国の方で検討していただく必要があるのではないか

といった意見も多かった状況でございます。 

 虐待相談の一番大きいところであります警察からの通告、これをどうにかしていた

だきたいといった声が非常に多かったと。警察規則の改正であるとか警察でのトリア

ージの判定、判断、こういったところをしっかりとこれから検討していただきたいと

いう意見が多かった状況でございます。 

 先ほどの「189」の件につきましても、相談内容が非常に多岐にわたっておる、児相

で対応できないものもあるといったことから、この内容を虐待相談に限定すべきでは

ないのか。これはすぐということではなくて将来的にということにはなると思います

けれども、そういったことを検討していただきたいといった意見がございました。 

 資質向上の件ですけれども、ＳＶについての資質の向上を図るために、ＳＶの資格
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化であるとか役割や技術を明確にするといった意見がございました。また、一方で、

児童福祉司の採用自体であるとか、それぞれの任用方法、こういったものも各自治体

においてさまざまである。そういった中でいきなり資格化を導入するのは非常に混乱

を与えるのではないかといったこともありますし、人材確保は、今、非常に各都道府

県で募集をかけてもなかなか人材が集まらないといった状況もございます。こういっ

たことも踏まえた検討をしていく必要があるのではないかという御意見がございまし

た。 

 それを踏まえまして、資格化については、義務研修が平成29年度に導入されたばか

りといった状況でございまして、その効果測定もまだ十分ではない。こういった段階

で資格化といったことについてすぐに導入するということは、現場の混乱にもつなが

るおそれがありますので、これについて、ある程度長期的な視点に立って検討を行う

必要があるのではないかと。その間はしっかりと実務研修をふやすとか、より実践的

な能力が身につくような内容の研修を実施する。そういった形で対応していくのが現

実的ではないかというお話がございました。 

 それから、児童福祉司及び市町村職員の資質向上、特に市町村職員の資質向上につ

きましては、先ほどの最初の児童相談所業務のあり方といったことにも関連してくる

のですけれども、支援の部分については、これから市町村の役割というのも非常に大

きくなってこようかと。そういったことも踏まえまして、市町村の職員の資質向上に

ついて、しっかりと取り組む必要があるのではないかといった声がうかがえまして、

中には税務署税務官であるとか、家庭裁判所調査官に準じた全国統一的な研修設備の

設置と研修カリキュラムを作っていくことが必要ではないか、こういったような声が

ございました。児童心理司についても同様の研修を検討していくことが必要なのでは

ないかといった意見がございました。 

 その他については、いろいろな意見がございましたけれども、以上で私からの意見

とさせていただきます。 

○山縣座長 ありがとうございました。 

 では、最後になりますけれども、宮島委員、よろしくお願いします。 

○宮島委員 ありがとうございます。 

 私の資料は19ページから23ページまでで、４項目に分けて出させていただきました。

過去の議論で触れてあることも少なくありませんが、言葉を補ってもう一度強調点等

を入れてまとめてございます。 

 １番目に市町村を中心に書いておりますけれども、児童相談所も含めて、とにかく

力量のあるソーシャルワーカーを確保・育成することがどうしても必要だと思います。

子どもと保護者が暮らす地域でソーシャルワークが展開できるようにしなければなら

ない。そのためには、市町村が主な担い手になり、市町村に力量のあるソーシャルワ

ーカーを配置し、同じ目標を持ちながらも一部の機能や立ち位置の異なる児童相談所
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とも対等に協議できるようにしなければならないと思います。児相も、また、市町村

も、とにかくきちんとした力量のある方に仕事をしてもらうといった体制、また、組

織でなければならないと思います。 

 具体的に市町村に問いかけるような形で、ア、イ、ウ、エと挙げています。現状で

は、専門職を配置することはかなり難しいという意見が少なくございませんけれども、

社会的養育推進計画も５年、10年と。10年できちんとした体制を作るということを言

っているわけで、それを都道府県が計画をまとめ、市町村にも本当に中心になってそ

のことを考えていただかなければならないということであれば、５年、10年かけて市

町村に専門資格を有する職員を配置していくことは決して無理なことではなく、また、

市町村にとってもメリットがあることではないかと思います。一つ一つの項目を読み

上げたり説明する時間はございませんけれども、ぜひともそのようなことを進めてい

っていただきたいと思います。 

 ただ、非常に市町村については、人口規模とか体制の違いもございますので、児童

だけということではなくて、地域の実情に合わせて領域をまたぐような福祉拠点を設

けて、そこに子ども家庭支援総合センターの機能を持たせるということ、前にも申し

上げましたけれども、そういうことが必要ではないかと考えております。 

 私の資料の２ページ目の一番下ですけれども、オからカに書いてございますが、力

量のある職員を育てるために資格を持った職員を配置する。どうしても必要だと思い

ますけれども、しかし、新たな国家資格を設けることは、私はかなり難しいのではな

いかと前回も申し上げましたが、今回も記させていただきました。 

 しかし、では何もしなくていいのか、現状でいいのか。いや、そうではないと思い

ます。前回までの議論を踏まえても、きちんと実際に仕事をしてきておられる方、そ

して、スーパーバイズが担えるような方、このような方については、やってきたこと

や実践や、あるいは御自分でプロ意識を持って学んだりする、そういったことを経て

いる人あるいはこれからやろうという人、そういった方々の取り組みを、ポイントと

いう言葉をあえて使わせていただきますけれども、そのような形で積み上げてその方

を認定していくことはありかなと。 

 そして、人事の面でも、そういったことを認定された方については優遇される、あ

るいは組織間で異動できる。民間にそういう方がいれば、業務を今後民間が業務を担

うという時に、そこにその業務を委託しやすい。そのような環境を作ることが大事か

なと思います。 

 また、この分野では専門職をふやしていかなければいけない、力量を高めていかな

ければいけないというのは、市町村や児童相談所だけではなくて、スクールソーシャ

ルワーカーとか社会的養護の施設においても大事なことですので、そういったところ

の方々がこの認定を受けたいというようなインセンティブが働くような仕組みを作る

必要があるのではないかと考えます。 
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 次に、項目としては２番として、児童虐待通告ダイヤルと相談ダイヤルの分離とい

うことで挙げさせていただきました。とにかく顔の見える方々が具体的に丁寧な情報

を交換しないと、的確な対応、迅速ということはできませんので、私は児童相談所と

市町村が通告を受けるという現行法に基づく仕組みは堅持すべきだと思います。 

 しかし、住民の方々、そういった方々がアクセスしやすい環境を作ることは必要か

と思います。 

 その上で、２つのことを考えなければいけないと思っておりますが、一つは、これ

は都道府県の意見の中にもそのような内容が見られたということですけれども、現行

の「189」は通告と相談あるいは里親になるにはどうしたらいいのですかと。こういう

ような問い合わせが入る形になっておりますので、これを全部このダイヤルでやって

いくことは、今後さらに難しくなるのではないかと。現状でも混乱がありますけれど

も、「189」への連絡を無料化した場合、相談の電話が入って、その方が長時間話すと

いうことになれば、通告の電話が話し中で対応できないということも懸念されます。

そういったことを考えれば、虐待通告以外のものについては、通常の児童相談所の開

所時間で対応できる、そちらの電話にかけていただくなり、そちらもアクセス性が大

事だということならば、第３の、もう一つの「189－2」とか、そういった番号を場合

によっては設けることが必要ではないかと思います。 

 市町村と児童相談所の２つのところが受けるという体制に対して、政令指定都市あ

るいは児童相談所設置市等であれば一本化することはできると思いますが、そうでは

ない場合にはかなり難しい面があるのではないかと。ともすれば、そこに一旦連絡し

た上で、もう一度児童相談所に電話して、二重に説明しなければならない状況が生じ

る恐れもあります。このアクセス性を高めるということで、ある程度の一本化、限定

した一本化に私の場合にはなりますけれども、その場合でもどういうことがハードル

になるのか、具体的な問題はどういうことが考えられるのか、本当にインテークとか、

最初の相談を受ける、あるいは情報を受けるというのは非常に難しい仕事ですので、

それが担える体制が実践できるのかということを具体的に検討する必要があるのでは

ないかと思います。 

 ３つ目の項目、児童相談所の機能分化ですけれども、やはり私も今回の報告を聞い

ても、いろいろな取り組みがあるのだなということを改めて聞かせていただいて、考

えるところがございました。この国においては、子どもを守り、保護者を加害者にし

ないという一貫したかかわりをきちんと徹底しなければならない。藤林先生が言って

くださいましたけれども、そのためには冷徹で客観的なアセスメントをきちんと行う

必要があるのだと。これはそのとおりだと思います。 

 しかし、一方では、この国に、必要な支援がなくなってしまわないように、きちん

とした厚みのある体制を作らないといけない。このようなことを考えた場合、今はど

このレベルにあるのか。本来ならば、無尽蔵に人をふやして組織を新たに作ることが
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できればいいのでしょうけれども、なかなかそれができない場合には、難しさの方が

前面に出てしまう可能性もある。一旦導入してから、その難しさのために取りやめた

という児相もあると聞いております。その点も踏まえれば、児童相談所の組織内に機

能を分けるということが現実的で、また、今の時点では効果的ではないかと考えます。 

 最後、市町村と児童相談所との連携と協働について書かせていただきました。この

15年あるいは10年ほど、全体で言えば25年、30年、児童虐待が政策課題になってきた

わけですけれども、15年ぐらいの間、役割分担ということが強調されてきた。これに

はプラスの面とマイナスの面があるように思っております。役割分担ということで、

こちらは私たち、ここはこっちだというような、場合によっては押しつけ合いという

ものが生じている状況にあるのではないかと思います。本来必要なことは、役割分担

よりも、何を大切にするかという価値の共有であり、この子を守りたい、この保護者

を加害者にしたくないという目標や意志を共有することだと思います。 

 その上で、ともに調査をしたり、ともにアセスメントをしたり、そして、必要な支

援の全体像を明らかにする必要があると思います。シートがあればアセスメントがで

きるというものではない。きちんとした力量と、こういった協働があってアセスメン

トができるのだと思います。その上で、押しつけ合いではない重なり合う役割分担を

していくことが必要ではないかと考えます。 

 以上です。 

○山縣座長 ありがとうございました。 

 きょうは松本座長代理が欠席ですが、恐らくこの時間に休憩をとれという声が出て

きそうな気がしますので、いつもより短いのですけれども、15分ぐらいまで、５～６

分の時間しかとれませんが、休憩を挟みたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（休  憩） 

 

○山縣座長 少なくとも委員は全員着座ですので、再開したいと思います。 

 今から七十数分残っていますが、きょうはある程度出ていないところを埋めていこ

うというのが一つの課題ですので、事務局の方で項目として４項目で整理していただ

いております。それぞれについて各20分程度、これはオーバーしてしまいますけれど

も、その他が少な目なので、各20分程度のイメージで切りながら、余ればまた全体と

いうことになりますが、御意見をいただけたらと思います。 

 まず、児童相談所の業務のあり方について、既に奥山委員からこれは抜けています

よ、既にあるもので書かれていないものもありますよという御指摘もありましたが、

加えて議論できていないところもありましたら委員から御意見をいただけたらと思い

ます。よろしくお願いします。 

○奥山委員 いろいろ皆さんからヒアリングもしてきて議論を伺っている中で、児相
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側からとか県側から見ている意見は結構多く出ていると思うのですけれども、「子ど

もの権利を守るために」というところがこのワーキングの目的のはずです。そこを再

度確認して、つまり、子どもの権利を守るために児相のあり方をどうしたらいいかを

考えているのだという確認のもとに、議論をスタートしていただきたいと思います。 

○山縣座長 基本は、大前提はみんなそうなっている。ただ、それが各意見等に十分

反映できているかどうかの評価の話になりますから、私はコメントしませんが、子ど

もの権利を守るためにという前提で議論しておられるのではないかと思っています。

改めてそのことを頭に置いて御意見をいただけたらと思います。 

 どうぞ。 

○藤林委員 座長の、「議論できていないところの意見」と言われると、大体出尽く

したのではないかと思っていまして、その観点で、とりあえずこの業務のあり方の初

期対応と支援を分化する方向性については、大体もう一致しているのではないかと。 

 客観性、専門性を担保する、また、支援業務に影響を与えない、より適切に保護す

るという意味でも、この方向性は大体一致しているのではないか。ただ、問題は様々

な児童相談所があり、小規模であったり、大規模であったり、バリエーションが様々

なので、それをどうするかというところの意見が分かれているところかと。 

 １点、前半の意見の中で、安部委員さんから初期対応が強化されると職権保護が増

えるという意見がありましたけれども、それは必ずしもそうは言えなくて、初期対応

イコール職権保護をふやすという目的ではなくて、不必要な職権保護が減るというこ

ともあったり、最近増えている警察からの身柄つき保護においても、必要がなければ

迅速に家に帰すといったこともあるわけなので、それは違うかなというところの意見

を述べさせていただきました。 

○山縣座長 ありがとうございました。 

 浜田委員。 

○浜田委員 今、藤林委員の御発言に乗せて考えますけれども、確かに大まかなとこ

ろの意見は、特にこの業務のあり方についての項目は出てきていると思います。未検

討のものとしては、今おっしゃった中で２つ言おうと思っていたのですけれども、一

つは、今も出てきました小規模な児童相談所があって、機能を分けようがない可能性

があるところをどうするのかというような、児童相談所のあり方がさまざまであると

いうことについてどうするのか。端的に言いますならば、全国一律のあり方をうたう

のか、それとも、それぞれの実情に応じたあり方を許容するという言い方がいいのか

わかりませんが、許容するのかという観点が一つです。 

 あと、こちらはまだ余り総意がまとまっていないのではないかと思いますのは、機

能の分化というのが方向性として有効なのだということは出ているかと思いますが、

それを例えば組織的にも完全に分けてしまうのか、それとも、先ほど藤林委員から御

紹介がありました福岡市のように、組織の内部できっちり分けるというあり方で行く
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のか。それは片方に集約してしまうのか、そうでもないのかというところについては、

なかなかまとまっていないところではないかとは感じております。現状認識としては、

このようなところかと思います。 

 以上です。 

○山縣座長 井上委員、奥山委員、お願いします。 

○井上委員 井上です。 

 今の議論のところでどうしても言っておきたいので、はっきり言いたいと思います。 

 できることとできないことを最初の段階で考え過ぎてしまって進むのではなくて、

今回、奥山委員が言われたように、平成28年度児童福祉法改正法という英国などでは

子供法という別個の法律ぐらいの勢いで作ったものに匹敵するものが日本ではできた

のだということをまず明確に認識する。それがあるから子どもに向かって、変えてい

かなければいけないものはこういうものがあるということを出していかなければいけ

ないと思うのです。それを実行に移した時に、イギリスの中でも最初の３年間ぐらい

はこういう困難が起こりました。この困難が起こった段階で、大事なことはこういう

ふうに変えるべきだということを明確に出した上で、現時点では何々州はこういう理

由でそれができないのですということを明確にして、そして、それでできないのでこ

ういうやり方をする。ですが、その後変えていくというような、そのような形で話を

していかないと、最初から難しい、人がいない、こうだからできないという形を前に

出して話をすると、変革は起こらないということなのですね。 

 ですので、議論の進め方のところ、ぜひそういったニュアンスを入れていただいて

やっていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 奥山委員、お願いします。 

○奥山委員 先ほど川松さんからのヒアリングの中の後のコメントや質問で話をさせ

ていただいたように、児童相談所が本当は相談所だったのに、虐待対応というチャイ

ルドプロテクションの部分が入ってきて、それがどんどん膨らんできてしまったとい

う現状をまず認識する必要があると思います。 

 次はどうするかということなのですけれども、確かにもうここまで来て、チャイル

ドプロテクション部分を児相から離すのだというのは、なかなか難しいわざではない

かと私も思います。だとしたら、私は児童相談所をチャイルドプロテクションサービ

スにしてしまった方がいいのではないかと考えます。支援の部分をできるだけ市町村

の基盤整備をして、市町村に大きな部分として出す方向性とした上で、チャイルドプ

ロテクションへの移行期としては児童相談所の中に支援マネジメント、全体の支援を

どうマネジメントするのかという部署を置いていくことだと思います。つまり、児相

の主たる機能はチャイルドプロテクションだとしてしまった方が、わかりいいのでは

ないかという案です。 
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 その理由のもう一つとしては、社会から求められているのがそこなのではないかと

いうことです。今、児相に求められているのは、死亡事例をなくしてほしいとか虐待

から子どもを守ってほしいというのが社会からのニーズだと思います。ですので、児

童相談所がチャイルドプロテクションをやるところなのだというところを一番の目的

にし、そして、ガイダンスとしての支援を逆にどうしていくのか。そこを私は市町村

あるいは民間も含めて、支援というのをある意味外出しにしながら、少なくとも一時

期は、支援マネジメント機能を児童相談所の中に残していくという考え方の方がいい

のではないかと思いました。 

○山縣座長 江口委員。 

○江口委員 今まで文書で発表してきましたので、変わったところだけ申し上げます。 

 虐待対応の初期対応の部分はいろいろ議論が出ておりますが、児童相談所のもう一

つ、27号１項３号措置、いわゆる施設入所、里親委託の子どもたちの養育をどう守っ

ていくのかというのも、児童相談所の非常に大切なキーになる作業でございます。こ

の部分を長年の議論の中で大阪は切り分けて、そこをきっちり支援しましょう、家に

帰せる子は集中的に帰しましょうと、ここからは虐待対応の初期対応から離しましょ

うということで、集中的にやりました。この部分をどう考えるかも児童相談所本体の

議論の中にはぜひ組み込んでいただきたい。 

 それから、きょう、発表しましたように、10年間かかって様々な議論をいたしまし

た。虐待対応と組織を分けた時に起こるのは、それ以外のセクションとの間でのケー

スの受け渡しが非常に難しくはなるということは、20年前からわかっております。そ

の中でそういう点も考慮して組織体制に変えてくるということで、虐待対応の件数で

ございますとか、介入・保護の状況を踏まえながら、児童相談所がそのときの人員で

一番的確な組織体制を組んでいくしか生き残る道はないと思います。まずもって人員

体制がきちんと整備された中で、組み直していく必要があるのではないか。そういう

意味でいえば、藤林先生におっしゃっていただいたように、介入・保護的なケースワ

ークをどのように機能させるのかを都道府県ごとにきっちり考えて組織体制を組むこ

とについては大賛成でございます。 

 以上でございます。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 宮島委員。 

○宮島委員 児童相談所が子どもを守り、保護者を加害者にしない。この役割にとに

かくきちんと対応していく、権利擁護の機関なのだということで明確にしていく。こ

の方向性だろうと思いますし、実態はそう動いてきていると思っています。 

 江口委員の出してくださった資料で、この10年間に大阪府では虐待相談が３倍にな

って、警察からの通告を除いても２倍になって、そのための職員を３倍にしたと。一

時保護が10年間で２倍になっていると。まさにそういう状況で、それに応じてきたと
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いうことだと思います。 

 その上で、どうしても必要なことが２つあると考えますけれども、一つは本当に職

員がやめないようにする。力量が蓄積されなければ表面的な対応になってしまいます。

精神論で、児童相談所はできていないではないかということでは、この役割は果たし

ていけない。 

 今年７月の緊急対策で児童相談所の職員を2,000名ふやすとなった。江口委員がその

人数が増えて育つまでもう少し辛抱してくれと実は言っているということですけれど

も、この対策はやはり精神論では乗り越えられないという認識に立った、きちんと人

を配置し、育てるということを本気でやらなければならないと思います。 

 もう一つ大事だと思うのは、子どもの権利擁護を図ることですけれども、警察とは

違う。そこで行うべきは、悪いところを見つけて処罰するという危機介入のあり方で

はない。きちんとその方の話を聞いて、そして、その中で頑張っているところにはう

なずいて、でも、それは受け入れられない、それは違うということについては、こち

らとしては譲れないということをちゃんと示すというあり方だと思います。 

 そういう場面では、警察とは違う。社会福祉においては、支援と危機介入、初期対

応がパラレルの関係でいくというのは、これは今後も続くだろうと思います。市町村

がきちんとソーシャルワークを担い、支援を担う。また、支援には民間も入ってくる

ということは絶対にそうだと思います。しかし、それでも、児童相談所が権利擁護に

集中したとしても、パラレルに、当事者と福祉的な面接を、ソーシャルワーク面接が

できなければ権利擁護の役割は果たせないと考えます。そのことをお伝えしたいと思

います。 

 以上です。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○奥山委員 チャイルドプロテクションのところにかかわる支援に加えて、先ほどの

障害の手帳判定など、児童相談所は虐待対応以外の仕事を結構多くやっているわけで

す。その辺をどうしていくかも考えていく必要があると思います。ずっと児相がやっ

ていくべきなのか。私は別組織で行うべきと考えますので、その辺を議論していくべ

きではないでしょうか。 

○山縣座長 相澤委員。 

○相澤委員 ここに出てきていないのは相談機関として、児童家庭支援センターなの

です。そういう意味では、先ほど民間委託というような話が出ましたけれども、児童

家庭支援センターには指導委託もできるので、有効な活用の仕方も考えるべきです。

例えば介入して、これは支援するのは難しいという時に、乳児院などに附置されたセ

ンターに小さい子などだったらそこに相談援助、支援を委託するとか、そういうやり

方も考えて、使うべきものは使っていくという方向もきちんと検討すべきではないか
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と私は思います。 

○山縣座長 私もちょっとしゃべらせてください。 

 今までの議論の中で、民間委託のことが今も少し出ていましたけれども、障害児で

言うと、児童相談所でやっていたものの一部が市町村に行き、さらに民間の活用をし

ているというのが障害児領域だと思うのです。高齢者は福祉事務所から市町村に行っ

て、さらに民間を活用しているという形の中で、虐待等、児童相談所のそれ以外の部

分については余りそこが進んでいなかった。そのところを、今は所内の機能分担とい

うのがかなり出てきたけれども、市町村との役割分担かな、分担ではないかもしれな

いな。委託ですね。機能を変えるわけではなくて必要なものは民間でもできるという

意見がかなり出ているということをしっかり議事録の方では受けとめていきたいと思

います。 

 もう一つ、これは最初に私が聞こうと思って、浜田委員だったか、誰から出ていま

したので、規模の小さいところの問題について、今いろいろな意見が出ていますとい

うことと、川松さんから出た数字でちょっと信じられない部分があるのだけれども、

本所ですね。いわゆる昔の中央児相のイメージのところの管轄人口の最小値が５万

6000人と出ていて、そんなところかと。一番少ないところで60万前後の都道府県人口

ですね。そこで２つぐらいはあるとしたら、５万というのは何の数字なのか。全体に

そこの人口の捉え方が、皆さん方の人口はきっと私のイメージしている人口と余り変

わらないと思うのですけれども、このデータが怪しげな部分があるのですが、データ

を疑うということよりも、まず小規模エリアですね。管轄エリアのところでの機能を

どのようにお考えなのか。 

 今は両方ありますということですが、そのまま両論併記のイメージでずっと行き続

けるのか、ある程度方向性を示して、先ほど井上委員が言われたように、今はこうな

っているけれども、いずれこういう方向で10年後なり３年後には実現しますよと。こ

れは恐らく奥山委員がかなり主張しておられる第三者評価などで、そこで改善計画を

示せみたいな中に、あるいは現状のステップを示すということをやることによって解

決可能かなと思っているのですが、今の小規模のところについての御意見、何かござ

いますでしょうか。 

 井上委員。 

○井上委員 これも先ほど浜田委員も言われていたのですけれども、小規模のところ

の考え方でうまくいかない場合は、少なくとも県の中の中央児童相談所ではこういう

形でしますというのは、最低限、全国同じ格好で決めていく。それを決めていくので

すが、小規模のところの中ではこの要素とこの要素とこの要素がないので、これはで

きない、そこに関しては中央児相がするという、本当に明確に理由づけとあり方を出

していくというのが大事だと思うのです。 

 そういう小規模のところに行きますと、逆に児童虐待の対応ということではなくて、
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先ほどから出ています障害の子どもさんたちの家庭などの対応とか、そういったもの

が逆に多いのです。その理由は、例えば心理的な検査をしようと思っても市町村の体

力がなくて、そういう方たちがいない、きちんと相談できるところがないという時に、

その小規模の児童相談所の役割としてはとても重要な面として残っている。きょうこ

こでディスカッションになっているような、江口先生、藤林先生が言ってくださって

いるような虐待対応を児童相談所が全部持っていってしまうという格好のイメージに

すると、そこはもう全然違った児童相談所になってしまう。そういう現実があること

をイメージしていただけたらいいのではないかと思います。 

 以上です。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 安部委員、その後、宮島委員。 

○安部委員 安部です。 

 小規模も含めてなのですけれども、児童相談所の機能分化というか、セクション分

化の話をしているわけではなくて、子どもの権利をどうやって守るかという話をして

いると思うのです。チャイルドプロテクション部門と同意に基づく分離。そこで子ど

もの権利をどう守るかということと、それから、サービス提供を含めた家族支援とい

う３つをどういう形で保障するかということで、それが一番確実なのが児相の中のセ

クション分化だろうと。だから、小さいところであっても、その３つの機能を持たな

ければいけない。そのような発想が要ると思うのです。 

 もう一つは、奥山先生が言われたように、児童相談所ありきではなくて、この３つ

の機能をどんな形で保障していくか。今ある児童相談所を使うのが一番簡便だろうし、

実現性は高いということですけれども、でも、プロテクション部分をどこがどのよう

に担うか、同意に基づく子どもの権利をどのように担うか、そして、同意に基づく支

援をどのように構築していくか、誰が担っていくかという、その仕組みを考えていく。

だから、小さいところでも、例えば本来は所長とかスーパーバイザーがそれをきちん

と確認できていく仕組み、もしくはそれをチェックしていく機能みたいなことが要る

のかなと思いました。 

 以上です。 

○山縣座長 最後にしたいと思います。 

 宮島委員。 

○宮島委員 実際の状況がわからないといけないという思いから、地方の児童相談所

の事例検討会などにも参加させていただいています。そうすると、児童福祉司、合わ

せて所員が10人ぐらいというところがございます。私は、そこも含めて、現在は子ど

もたちの権利を守るところという色彩は明確になっていると思います。 

 何年かそういう活動を続けているのですけれども、最近は児相の職員だけではなく

て、当該事例を担当している市町村の方も入っていただいて、２時間半ぐらいで午前、
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午後１事例ずつというような検討をするのですが、市町村であっても、本当に御自分

のところの責任として子どもたちの権利をどう守っていくのか、死亡事例を出したく

ない、この大変な親子をどう支えられるのかを必死に考えておられると思います。ま

ず、そのことを前提にしないといけない。地方で小規模なところは平和なイメージ、

そうではないということをまず前提を置かなければいけないと思います。 

 組織の実際のあり方は、国で一律にこうだということを示すのは、私はちょっと違

うのかなと。とにかく今求められていることは、子どもの権利を守ることだというこ

とを明確にするのであって、あと、冷徹にきちんとアセスメントができること、厳し

いやりとりがあってもその中で見失わない力をつけることが大事だと。 

 実際のその組織のあり方については、自治体が自分の状況を踏まえて自分で考える

ことを奪ってしまうのはいかがなものかと思います。権利擁護が第一だということを

示した上で、そして、今回の調査結果でも多様なあり方がありますね。それぞれ合理

性や妥当性を検討した上でそのようになっていると思いますので、そのあたりは地方

がきちんと考える。考えることを求めるということが方向性なのではないかと思いま

す。 

 ２つ目、先ほど奥山先生が、児相が何でも抱えるのはいかがなものかと。私もそう

思います。今回、育成相談や障害相談をなおも続けて児童相談所がやりたいという意

見が多かった。これは実際にそれを担当していく中で、そこにかなり難しいケースが

入っているという実感があって、これは簡単には手放せないのだぞという認識が影響

を与えているのではないかというように私は解釈します。 

 その上で、ただ、いつまでもどんどん肥大化して児童相談所が大きくなれば良いと

いうことはあり得ないので、移譲していく必要があると思います。しかし、個々のケ

ースを、一々このケースを委託しますというやり方では仕事を頼むのはとても大変な

ことで、自分のところでやる方が逆に楽だったりします。もうちょっと一括してお願

いできるような仕組みをとっていく必要があるのではないかと思います。 

 その具体例で今始まるところで期待されるのが、里親関係。フォスタリング機関と

して一括して一連の働きをお願いできる。そういうやり方をほかのものでも導入して

いく必要があると考えます。ただし、それを行ったら児童相談所の職員というか、体

制を軽くしても大丈夫となるのだというような誤った認識に至らないように注意して

いく必要があると思います。 

 以上です。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

○奥山委員 基本的に今のお話を伺っていて、少なくとも責任である県、政令市、児

相を持っている自治体が、この機能とこの機能をどういう形でやっていくのか、きち

んと県に明確にしていただく必要があると思うのです。 

 だから、例えば１つの児相の中に複数の部署を持つとかでもいいでしょうし、複数
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の児相を持っている県では、この児相はチャイルドプロテクションに徹させます、別

の児相は支援マネジメントの機能に徹しますという形にすることも一つありだと思う

ので、先ほど宮島先生がおっしゃったように、そういうものは県の中で考えていけば

いいけれども、機能分化が必要であることを明確にしたうえで、いろいろなモデルが

あるということを国が提示し、県がどのような形でやっていくかを決定していくとい

う形もあると思います。先ほどの確かに最小値人口５万の児童相談所があるのかもし

れませんが、県の人口が５万ということはあり得ないので、県全体としてそういう児

相や支所も含めて、機能分化をどう進めていくのかをきちんと提示してもらうことが

重要なのではないかと思います。 

○山縣座長 ありがとうございました。 

 今の点は、まだきっと奥山委員の中には言いたい、ほかの委員の方から突っ込みた

いこともたくさんあると思いますが、そういう意見があったということをきっちり頭

の中に置いておいていただきたいと思います。 

 続きまして、今の役割分担、機能分担とも絡んでくるのですが、要保護児童の通告

のあり方について、同じく15分、20分程度時間をとりたいと思います。ここは意見が

少し分かれている部分があります。そこに対してさらに追加の御意見でも結構ですし、

そこまで意図されていたかどうかわかりませんが、例えば相澤委員が言われていたよ

うな児童家庭支援センター等も活用した通告とか、そういうこともあり得るかもしれ

ません。あらゆるものを想定したらという意味ですけれども、完全民間ではなくて、

公的に近い部分の問題ということで、何かございましたら。 

 藤林委員、お願いします。 

○藤林委員 では、口火を切って。私が前回報告しましたように、ミスマッチの問題

というのは大体共通しているのではないかと思いますし、清水委員さんのところにも

その部分は書かれてあると思います。 

 それをどのように解決していくのかといった場合に、例えば面前ＤＶを警察の方で

トリアージして、これは市町村だというようにしてもらうというのもありますけれど

も、これはもう全児相が10年ぐらいかけてずっと要望しながら実現しないわけなので、

これはほぼ実現は無理なのだという前提に立たないといけないのではないかと。「189」

の運用を虐待に特化するというのも、ここまで広がってしまうと、かなり難しいので

はないかという気もします。特化したとしても、軽微な泣き声通告のようなものが児

童相談所に入ってくるという問題は解決できない。 

 そう考えると、このミスマッチ問題を解決するためにはどうしていくのか。これも

先ほどの初期対応と支援の問題と同じで、バリエーションになっていくのかなと。こ

れも政令市、中核市、特別区、都道府県、その規模によって様々なバリエーションが

あって、どのような対応をすればミスマッチとか業務のロス、マンパワーのロスを防

げるのかというところが基本的な考え方ではないかと私は思います。 
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○山縣座長 具体的な案というのは何かあるのですか。あるいは10年間全児相が取り

組みながらうまくいかなかったのは、厚労省側の問題なのか、それとも警察側の問題

なのか、そういうことに関する何か。 

○藤林委員 それについてのコメントは議事録に載ってしまうので言いませんけれど

も、前回言いましたように、少なくとも通告を受けたところが調査を行うというルー

ルはもう少し柔軟にするべきではないかと思いますし、政令市でも中核市でも、通告

を受けたけれども、初期調査を行うところが区役所であるとか、そんなふうにしてい

くことは可能ではないかと思います。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 奥山委員。 

○奥山委員 先ほど宮島先生もおっしゃっていたように、インテークは非常に重要だ

と思います。逆に言えば、今、インテークのトレーニングを受けていない児童相談所

や市町村の方がインテークをやっているというのが現状なのです。実際にかける側か

らすると、相手によって相当違いますし、もう一つは、夜間になると、警備のおじさ

んみたいな人が出てきたりするときがあって、かけたくなくなってしまうような状況

も中にはあるのです。 

 かけてくる人にきちんとインテークできる体制を、まず整えてほしいのです。皆さ

ん、サービス提供側の御意見が多いのですが、外から通告する側としては、そこは非

常に大きいのです。インテークのトレーニングをした人がしっかりとうまく聞いてく

れるということが大切です。通告をした人にもしゃべりやすくさせるという意味もあ

りますので、そこを考えたら、通告窓口がばらばらにずっとあることは、結局インテ

ークのトレーニングをされていない人が受けることになってしまいますし、そういう

意味で通告を受けるところの専門性をしっかりと上げてほしい。そういう意味でも窓

口を一本化してほしいというのは、通告する側としては強く思います。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 では、先に江口委員で、その後、宮島委員。 

○江口委員 実際、児童相談所に虐待通告が入ってきましたということで、まず私た

ちがするのは１次調査、２次調査という言い方をするのですけれども、市町村で、例

えば保育所でどんな様子でしたかとか、学校でどのような登校状況ですかとか、わか

りやすく保健センターの保健師さん、どう思いましたかとか、そういった情報をなく

して総合的なアセスメントはできませんということです。市町村の情報なくして基本

的に都道府県だけでアセスメントできるとは私は思っていない。必ず関係機関である

とか、場合によっては前に住んでいた市町村の情報なども総合的にとった上でアセス

メントをして初期対応を進めていくということから考えて、市町村との連携なくして、

協働なくして総合的なアセスメントはできないと思っています。 

 という意味で、現在、市町村にレベルの差もございますし、いろいろな市町村の規
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模もございます。ただ、熱心にやっているところはかなり市町村にその辺の所属情報

が集中して集まってきているのは現実に感じますので、そこである程度、いわゆる１

次調査で必要な情報が蓄積されているという10年以上の現実を踏まえた上で考える必

要があるのではないかと思っています。 

 夜間の問題でございますが、先ほど御紹介しましたけれども、夜間休日の児童相談

所の出動件数が非常に増えているのは、市町村の夜間対応がまだまだ充実してきてい

ないからというのは承知しています。ただ、この総合拠点の中で、たしか夜間休日に

対応すると何らかのインセンティブがついていたと思いますので、これから市町村が

夜間休日にどう対応していくのかというところが、５年、10年先までを見込んだ上で

ある程度整ってくれば、その辺の相互方向の情報交換も進むのではないかと。 

 いずれにしても、虐待通告の初期アセスメントは、先ほどからございますように、

非常に難しい。難しいけれども、市町村の情報なくして総合アセスメントはできない

という現実は、現場としては強く感じているところでございます。 

 以上です。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 宮島委員、お願いします。 

○宮島委員 ２点申し上げたいと思います。 

 少し話が戻る部分もございますけれども、警察からの通告についてですが、所長会

が10年取り組んだけれども、ならなかった、諦めたということになって発言が終わっ

てしまうのは、やはりまずいのではないかと思います。13万数千件のうちの半分が警

察を経由して入ってきている。このあり方の見直しなくして実際の業務のあり方、何

よりも子どもの権利、子どもの利益を中心にした対応の仕方は見えてこないと思いま

す。 

 警察からどういう場合に児童相談所あるいは市町村に送った方がいいということも

明らかにすべきだと思いますし、何よりも警察からの通告が半分に至っていますけれ

ども、実際は、警察の段階でどのように対応しているのかということが全然外に出て

きていないというのが重要な問題だと思います。奥山先生が、先に、警察への調査が

必要なのではないかと言ってくださいましたけれども、警察でもぜひとも取り組んで

いただきたいと思うのです。 

 実際に110番に連絡が入った、近所の方から連絡が入った、何人の警察官が行って、

どういう言葉のやりとりをしているのか。この対応は場合によってはインテークに匹

敵するわけです。全体を見渡せば、警察での対応の質が向上されることが必要で、こ

れは福祉機関ということだけではなくて、子どもと家族からすればそこが支援の入り

口なわけですから、それが適切な対応ができるように、警察でもぜひとも取り組んで

ほしい。それが実際にどう行われているのか、どういうところに難しさがあるのかと

いうことも、ぜひともこれだけ件数が増えているのですから、警察の方でも検討して
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いただく必要があると考えます。 

 その上で、どういう事例をどのような資料をつけて児童相談所等に送って頂くのが

適当なのか。その引き継ぎの仕方も明らかにする必要があります。 

とにかく安全第一だということで、帰せないからと。しかも夜間、11時になって、

３時になって、朝４時半になってでも。警察から帰してしまったら警察の責任になる

から一旦児童相談所に送りますといった運用がかなりあるように聞いています。 

当事者、子どもと御家族にとって、どういう対応が警察のレベルで必要なのか、警

察から児童相談所へどういう形で、あるいは市町村にどのように通告ないし協働を進

めるのが良いか、これはぜひとも検討していく必要があるのではないかと思います。 

 ２つ目として、市町村に保育所や学校、そういうところから本当に難しいケースが

持ち込まれます。市町村の生活保護の部署からも持ち込まれます。この時に持ち込ん

でいる方は、保育所も病院も何らかの危機を感じているわけです。しかし、これは危

機だから福祉部門に伝えるけれども、虐待としての対応はしないでくださいというよ

うな持ち込み方があったり、不安なのだけれども、その不安とか心配の中身がうまく

言語化できないということがあったりします。そのために、市町村の側でもうまく受

け取れなくて動かない、どの辺が不安なのかが明確にされないまま適切な対応がなさ

れないということが起きます。このようにケースの入り口は本当に大事なので、特に

市町村においてこういった入り口、話が持ち込まれた時に具体的にどうするのかを事

例のレベルで検討できるようなものを設けていく必要があるのではないかと思います。 

 以上です。 

○山縣座長 では、浜田委員から順番に行きます。 

○浜田委員 お先に失礼いたします。 

 今、言おうと思っていましたら宮島先生から言ってくださったのですが、警察から

の通告の件でございます。もちろん相手さんのあることですので、交渉と申しますか、

申し入れが常にうまくいかないというのも百も承知でございます。百も承知ですが、

だからといって、これはなかなか諦めていいお話ではない。こちら側の工夫としてや

るべきことはやるのですけれども、ここはなかなかハードルが高いというのは認識し

ておりますが、引き続き尽力していかねばならない事項であろうと思います。ですの

で、警察との交渉は大変かもしれませんけれども、引き続き御尽力願いたいと私から

も意見を申し上げておきます。 

 ２つ目、通告の受け手の点のところです。私はもともと通告の受け手は一元化した

方がいいのではないかということをこのワーキングでも申し上げておりました。ただ、

そこの発想は、奥山先生の御指摘と近いのかと思いますが、いわゆるたらい回しと申

しますか、それはあっちに行ってくれ、それはこっちに行ってくれというようなこと

を複数耳にしてきたからでございます。ただ、私の経験ももちろん限られた範囲でご

ざいまして、もしそういうことが実態として、少なくとも多くないのだよ、多くはち
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ゃんとできているのだよということでしたら、それはそれで制度を変える必要性は高

くないという結論もあり得るのかなと思っております。 

 最終的に重要なのは、機能が確保されること。先ほどもありましたけれども、電話

をしてきた人からきちんと情報をもらえること、その人に情報を伝えようという気に

なってもらうこと。そこの機能が確保されることが重要であって、形を分けること、

そこが本質ではない。いかにして機能を確保するか。そここそが重要なのだというこ

とがここの論点でも当てはまることかと思いますので、そこが重要だなと改めて認識

をいたしました。 

 以上です。 

○山縣座長 奥山委員、お願いします。 

○奥山委員 窓口のインテークとアセスメントは、全く一緒にして進めるものではな

いと思うのです。インテークをして、そして、本当にすぐさまでも行かなかったら危

ないというのだったら警察と一緒にいかないといけないという危機的なものはそのよ

うに対処しなければならないのですが、そうではないのは、これは児童相談所が主に

アセスメントしましょう、こちらは市町村が主にアセスメントしましょうとインテー

クした人が振り分ければいいことであって、アセスメントに市町村の情報が必要だか

ら、インテークも両方必要だということにはならないと私は思います。 

○山縣座長 インテークとアセスメントは機能的には分離できるということですね。 

 では、井上委員。 

○井上委員 井上です。 

 先ほどの警察の件のところなのですけれども、ヒアリングのときも私は言いたかっ

たのですが、一番大事なことは、警察の中の生活安全課が対応しているのか、刑事課

が対応しているのかということなのですね。20年ほど前の段階で、今も続いています

が、救急隊の方に小さな子どもさんが亡くなりそうという状況で入った場合に、直で

消防から警察に連絡が行くのです。この事実は今も変わっていません。ですので、20

年前は私たちのところも、最初、刑事課の方が、患者さんがたまたま息を吹き返した

のでかかりつけの方に行きたいという形で来た場合、私のところに刑事課の刑事さん、

特に若い人が飛び込んでこられまして、靴で土足のまま入ってくるような状況で、立

件できそう、そうではないというところを判断されて、そこでもう帰られるというよ

うな対応が昔でした。 

 現時点では、生活安全課にきちんとそういうケースの対応をお伝えしていって、か

つ、要対協などにも入っていただいて、そして、一緒にやっていくという制度を進め

ていますと、イメージがわかってこられて、刑事課の方が直で児相に行ったりという

ことはなくなって、必ず生活安全課に振っていただいて、そこの方でそのエリアの状

態を判断して次にするということもできるようになってきています。 

 ですから、ヒアリングをする段階でも、生活安全課だけあるいは刑事課だけで判断
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しているのかという違いなども明確にしていただくようなヒアリングをしていただく

ということと、生活安全課が市町村の中にきちんと入っている自治体なのか、そうで

はないのかというところを見ていくことが大切だと思います。 

 生活安全課は、高齢者の方の問題でも実は市町村の中に出向の形で入ってこられて

いて、そこで一緒に仕事をしているという自治体もたくさんあると思いますので、知

っておいていただけたらと思います。 

 以上です。 

○山縣座長 ありがとうございました。 

 最後にします。安部委員、お願いします。 

○安部委員 安部です。 

 要保護児童の通告の問題ですけれども、そもそも2005年に子ども家庭相談が市町村

業務になった時に市町村も加わった話なのですが、それが身近なところで、どこでも

ハードルを低くして通告できるようにという目的だったと思います。ただ、それを運

用している間にいろいろ弊害が目立ってきたので、一本化という話になっているので

はないかと思います。違うかもしれません。 

 ですから、窓口の一本化が問題ではなくて、今起こっている弊害をどう解消するか

の方が課題ではないかと思われました。確かにインテークがちゃんとできていないと

いうこと、初期対応をすべきところでできていないということもあるでしょうけれど

も、もう一つ、泣き声通報、面前ＤＶが児相に集中して、それが児相業務を圧迫して

いるというところの課題だという気はします。 

 なので、現行法でも、現状でも、市町村と一緒になってそれを確認するとか、市町

村にその確認をお願いして、それをもって児相の確認をする、調査とするというよう

な、そういう運用が可能ではないかと思うのです。ですから、窓口一本化という議論

よりも、受けた窓口がきちんと通告対応しているかという対応の方の議論が必要では

ないかと思いました。 

 以上です。 

○山縣座長 ありがとうございました。 

 12時ですね。ちょうど心も切りかえることができます。３つ目のテーマです。資質

の向上を図るための方策について、同じく今のような形で自由に御意見をいただけた

らと思います。 

 奥山委員、先ほどのインテークワーカーの研修とか質の向上ということを少し言わ

れましたね。今までＳＶの話と児童福祉司一般の話はやってきましたけれども、イン

テークワーカーの研修というのは別のものを示しておられるのか、それとも児童福祉

研修の中に、今はアセスメントの中身はある程度入っているけれども、インテークが

余りにも少ないからそこを充実しましょうというイメージの御意見、どちらですか。 

○奥山委員 少なくとも、誰がインテークするかによって変わってくると思います。
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人事異動はあるにしても専門的にインテークする人を置けるのであれば、インテーク

そのものの研修ということが必要だと思います。 

○山縣座長 独立した。 

○奥山委員 独立した研修。私は直接受けていないのですけれども、山田不二子先生

が海外のインテークワーカーを招聘して、かなり充実した数日間かけてのインテーク

だけの研修を行っておられましたが、そういうことは必要になってくると思います。

そのぐらい専門性の高いものだという意識を持ってほしいということです。 

○山縣座長 わかりました。 

 浜田委員、その後、奥山委員。 

○浜田委員 ありがとうございます。 

 今までの議論で中心的なことではないところを先に申し上げて申し訳ないのですが、

資料３にも出てくる弁護士配置の関係で、きょう、奥山先生から常勤弁護士の配置の

義務化という御意見をペーパーの中でいただいております。これについて、一言だけ。

必ず常勤弁護士でなければならないという御趣旨であれば、私は反対でございます。 

 現在、常勤弁護士は御承知のとおり少しずつ増えてまいっておりまして、私は大半

の方を存じ上げておりますけれども、いずれの方も各地で大変に努力をなさっていて、

うまくやってくださっているというのは百も承知でございます。ただ、常勤弁護士で

なければそれが解決できないものかというと、そうではないと思っておりまして、き

ょう、江口委員からも御紹介のありました、私も仕事をしております大阪府のような

やり方は、複数の、率直に言うとかなり多数の弁護士がかかわることにより実現でき

ているという面は非常に大きかろうと思っております。 

 あと、弁護士の方ですけれども、給源としても、全ての児童相談所に十分な能力の

ある弁護士を送り出すことができるかを考えますと、若干の不安を覚えないでもない

という気もちょっといたしますので、一つの意見として申し上げました。 

 以上です。 

○山縣座長 奥山委員。 

○奥山委員 ＳＶ研修をまずきちんとやってみて、効果判定してという意見が書かれ

ているのですけれども、実を言うと、ＳＶ研修をやってみたら問題点が多すぎるとい

うのが現状です。地域間格差が非常に激しいですね。これでＳＶと言っていていいの

というような方々が結構おられます。一方で、できているところはできているのです。

だけれども、できていないところがあるという方が問題であって、そこを考えると、

ＳＶの質を担保していくというのは、とてもあの研修をやり、児童相談所でＯＪＴ、

実務だと言われても心もとないということが、研修をやっている側からの声として上

がってきているというのがあります。それを考えても、資格化という話をもう少し早

く進めなければいけないのではないかと考えます。 

 もう一つ、浜田先生の今の意見なのですけれども、確かに例えば児相に医者を配置
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しろと言いつつ、そのような機能を持った医者が十分存在するかという話になるので

す。必ずそういう話になるのですけれども、そこでやっていく中で、例えば児童相談

所に配置されたドクターが精神科のドクターなのに結構傷のことまでわかるようにな

っていったり、小児科なのに精神的なことや親のこともよくわかるようになっていっ

たり、ニーズに合わせてかなり発達していくのではないかと思うのです。 

 確かに大阪のように弁護士さんが山のようにいて、山のように応援団がいるところ

はいいのですけれども、県によっては、それこそ医者以上に弁護士は地域差が激しい

と思うので、そこも一つ気になるところです。 

 もう一つは、立入調査などの時に、一緒についていける。ぱっとすぐ一緒について

いけるということが、今後必要になってくると考えると、常勤の方を今の段階から入

れていく必要があると思います。もちろん、周りでサポートする弁護士さんたちは山

のようにいることは望ましいと思うのですけれども、緊急に実務に加わることも必要

と考えたので、常勤化が必要と委員提出資料には書かせていただきました。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 江口委員。 

○江口委員 この間、十年選手を何とか位置づけてほしいと。どういう形がいいのか

というのは十分な知恵がないところですけれども、児童相談所現場で立入調査は、大

阪を見ていただいたらわかるように40～50件やっております。そうすると、所長に時々

立入調査のやり方をスーパーバイズしてくれと。はっきり言うと、立入調査をしたこ

とがないとなかなかスーパーバイズできません。かなり危機的な入り方をしますので、

様々なことが現場で発生します。そういう意味でいえば、現場での相談援助の経験と

いうのが非常にこれからの任用要件でございますとか、児童相談所長のこれからどう

なっていくのかを考える上で非常に重要かなと。 

 ますます法的対応について権限行使が求められていく時代でもございますし、弁護

士の先生方あるいは鑑定医の先生方とも意見交換をしていくということから考えまし

ても、ぜひとも相談、実務経験ですね。これを非常に大切にした形で明確にしていた

だくことが重要ではないかと感じましたので、申し添えます。 

 以上です。 

○山縣座長 藤林委員。 

○藤林委員 安部委員のペーパーを興味深く読ませていただきまして、本当にもっと

もだと思います。確かにこの10年間で、各児童相談所が社会福祉士なり、精神保健福

祉士なりの専門職を採用している都道府県が増えていったのも事実だと思いますし、

福岡市もようやく平成21年からですから、ちょうど10年になっているわけです。この

人々が将来スーパーバイザーとして本当にしっかり機能していくのかどうか。今のま

までいいのかどうか。または、ここにもう一つ何らかの仕組みを採用するべきかどう

か。ここは本当に重要な岐路になっているのではないかと思うのです。 
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 私の印象では、今の公務員の人事サイクルの中で、本当に専門職採用された人々が

スーパーバイザーを目指してやっていこうというモチベーションを持ち続けることが、

どこの都道府県でも政令市でもやっていけているのかどうか。ここにどうしても危惧

を感じるわけです。安部委員さんも同じ意見ではないかと思うのですけれども、そこ

に何らかの仕組み、公務員であり、なおかつプロ意識を持ったソーシャルワーカー、

スーパーバイザーとして成長していただくためには、宮島先生の意見のポイント制が

いいかどうかはわからないのですけれども、何らかの仕組みをプラスアルファ導入す

るかどうかは、非常に重要な岐路に立っていると私は思います。 

○山縣座長 ありがとうございました。 

 井上委員。 

○井上委員 今、藤林委員がすごく重要なことを言ってくださったのでつけ加えたい

と思うのですけれども、やはり虐待の対応というのは、経験の蓄積、スキルの蓄積、

これはもう外せないものだと思うのです。それを今の児童相談所の人員の動きの中で

見ていくと、３年とか５年とかで長くても交代していくという中、しかも、それを本

当にやりたいと思って来ている人以外の人も来る状況の中で、この部門をそのまま残

していくのか。先ほど奥山先生も言われていましたように、外部に虐待に特化する形

のものを作って、そこはその人事の中とは別で固定でずっとやって、民営を使ってい

くという考え方とか、その辺のところも少しイメージしていかないと、虐待のところ

に関しては難しいのではないかという印象を持っているのですけれども、いかがでし

ょうか。 

○山縣座長 安部委員。 

○安部委員 これは国が言えることではないと思うのですけれども、私は北九州市役

所に心理職で入ったのです。これは暗黙の了解だと思いますけれども、心理の仕事を

してほかの仕事に出る、また市に戻ってくる。だから、一応心理職なのだけれども、

一般事務員として採用されたので、人事ローテーションには乗らなければいけない。 

 特に専門的な、江口先生も井上先生も言われるように、本当に児童相談所のプロテ

クションチームのメンバーを担うというのは、本当に専門性が高くないと、いろいろ

な知識と総合的な知見を持っていなければいけないし、親御さんと対峙するような、

そういうタフさも持っていなければいけない。でも、それを一つの場所だけで、特に

政令市の場合は児童相談所の数が少ないので、児童相談所の中で異動できないという

ことを考えると、複数の児相を持っている都道府県だったらその中で養成していくと

いう一つのモデルができる。政令市だったら、児童相談所を拠点にしながら区役所に

行き、そしてまた戻ってきて児相の仕事をし、福祉事務所なり、更生相談所なり、精

神保健福祉センターなりに行ってまた戻ってくるみたいな、そういう専門職養成のプ

ログラムを作っていくことで、それは現実的には可能なのかなという気はしますけれ

ども、それを国がしろというわけにはいかないかなと思います。 
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 以上です。 

○山縣座長 安部委員、今、指定都市は区があるから、子どものことをやっているか

は別にしていろいろなところがあるのだけれども、中核市の義務化とか、中核市の話

も出ていますね。中核市になると、それさえなくなりますね。その辺について、中核

市の義務化は横に置いておいても、設置促進だから、少なくとも作ったときのＳＶの

あり方で何かアイデアはありますか。 

○安部委員 逆に言うと、中核市は子育て支援を今まで中心的にやってきた機関だと

思うのです。児童相談所を作ったとしても基本は子育て支援があって、でも、プロテ

クション部門だとか、それから介入的な部門は出てくるので、措置とか、児童相談所

でしかやれない部門ですけれども、子育て支援をきちんとやっている人というのは、

逆に子育て支援の限界もわかってくるのではないかということで、子育て支援の専門

家を養成というように考えていくと、中核市でも可能ではないかと思います。 

○山縣座長 今までの議論だと、児童福祉司をベースに、カチッとした機関ではなく

てある程度機関設定をしているから、子育て支援部門は評価されない。評価しましょ

うと言えば、それで終わってしまうのだけれども。 

○安部委員 そういう意味で、例えば人事交流で都道府県の児童相談所に一度行き、

そこでプロテクションをきちんと学んだ人がスーパーバイザーになるみたいな考えは

あると思います。 

○山縣座長 そういう意見は前から出ておりましたね。 

 井上委員。 

○井上委員 ちょうど大分市が中核市になるので、今、一緒にやっていて思うのは、

4,000人ぐらいの子どもさんが生まれてしまって、それを大分市として全部把握しよう

としたらうまくいかないのです。なので、支所に当たる部分で大分市をエリアに分け

て、６つぐらいの場所に分けて見ていきます。そうすると、児童福祉司の部分のとこ

ろも、母子保健のところも、そういう形で分けたところできちんと把握したものを統

括していくという格好にしますので、それを一つ一つの部署と考えると、働く場所を

かえていくという形でキャリアをふやしていくのも一つの手ではないかと思っていま

す。 

○山縣座長 奥山委員。 

○奥山委員 私としては、最初に言った専門機関にするというのを、すぐにできるか

どうかという意見が出るのは承知はしていますが、目標にすべきではないかと思いま

す。 

 県立病院みたいな、県立チャイルドプロテクションセンター、つまり、県立子ども

保護センターであって、その県立子ども保護センターには専門家が多数いるという制

度です。もしかしたら京都の方が、大阪にはいい人がいるからといってヘッドハンテ

ィングするみたいなことができるようなものです。それぐらいの専門性を持った機関
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にしていくべきだと考えます。行政の中で動いていく中で、児相とは関係ないいろい

ろなことを学ばなければならない。いろいろなことを学ぶのは悪いとは言いません。

だけれども、その専門性を上げていかないことには、子どもを守り切れなくなってい

るのは事実だろうと思うのです。 

 例えば私はもともと小児科医ですけれども、今、小児救急の部署に行ってできるか

といったら、できないです。救急でやらなければならないこととそうではなくてやる

こと、慢性疾患としてやることは全く入り方も違ってきます。それが専門性です。専

門性を上げるという意味では、いずれは専門機関にしていくのだということが必要で

はないかと考えます。 

○山縣座長 では、宮島委員、浜田委員で、一旦この３番目は終わらせてください。 

○宮島委員 ありがとうございます。 

 ３点申し上げたいと思います。スーパービジョンがどうも対話で対面的にやること

だけをイメージされやすい日本の現状があると思うのですけれども、前の会議でも申

し上げましたが、福山和女先生はスーパービジョンは体制であるということをおっし

ゃっていて、広くとれば採用とか人事も含めてスーパービジョンなのだとおっしゃっ

ています。この視点をきちんと押さえる必要があると思います。 

 ２点目、今申し上げたことと関連しますけれども、人材確保と人材の定着と人材育

成というのは、セットであるという流れだと思うのです。うちの学校の場合、福祉経

営の学びがあるので強調されるのですけれども、とにかく児童相談所は嫌だし、疲れ

てしまうし、やめてしまうし、やめなくても頑張っていたら潰れてしまうしというの

があるので、本当に実力ある組織にする。子どもたちを守るためには定着ができるよ

うな、勤め続けられるような、そういう環境を作っていかないと、プロの機関とはな

り得ないと思います。 

 ３点目は一度申し上げたことですけれども、ポイント制がいいかどうかはわからな

いのですが、単に何か講座をとったら、スーパーバイザーとしての実力があるのだよ

ということではない。誠実に業務を担っていって、本当に忙しくて優秀な方こそがず

っとそこから離れられないので、何の資格も取れないようなこともあるわけです。で

も、それでいいとは思いません。そういう方の実践報告をまとめるようなことはぜひ

とも必要だと思うのですけれども、誠実に、実力のある方が実際に業務をしているこ

とが加味されて評価されるような資格というより、私は認定制度が必要ではないかと

考えます。 

 以上です。 

○山縣座長 浜田委員、お願いします。 

○浜田委員 ２つありまして、行政の中でずっとＳＶさんという人が公務員として１

カ所の行政機関にいる前提で考えると、なかなかに難しいなと今聞いていてもやはり

思います。ただ、それこそ当面そういう形を取らざるを得ないということを考えると、
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当面ＳＶについては、宮島先生御提案のポイント制というのは私は大変いいなと思っ

て拝見いたしましたけれども、確実にこれとこれというような要件をまず作るという

よりは、いろいろな要素をかなり幅広に、こういう要素を持っているといいよねとい

うのを幅広にポイントの基礎として挙げていただいて、そのうちの何点以上だったら

認定できるというような形をとらざるを得ないのかなと思いました。 

 これは見果てぬ夢なのかもしれませんが、先々、例えば資格化がされるなりなんな

りをして、いろいろなところの行政機関をＳＶさんが転々としていく未来を想像いた

しました時にも、それこそ弁護士と同じですけれども、この人はこれに強い、この人

はこれに強いというふうなＳＶさんそれぞれの色というのももしかするとあったらい

いのかもしれないなと夢想をいたしました。 

 そう考えますと、当面のものとしてというのもありますけれども、先々のものとし

ても、このポイント制で物事を考えるというのはなかなか魅力的な御提案なのではな

いかと感じました。 

 以上です。 

○山縣座長 では、短めにお願いします。 

○相澤委員 皆さんの議論を聞いてそのとおりだと思いますけれども、私はつけ加え

たいというか、ＳＶのためのＳＶということで国が何ができるかなと思った時に、例

えば今虹センターで専門相談などをやっていますけれども、実際にSBSの疑いがあるよ

うな時に、セカンドオピニオンみたいなものが必ず必要になってくる。そういう意味

では、セカンドオピニオンということで、例えば日本子ども虐待医学会などがあり、

専門家がいる。そういうところにきちんとアクセスできるような、ＳＶのためのＳＶ

のような機能を持つようなシステムをぜひ作っていくことも必要ではないかと思いま

す。 

○山縣座長 奥山委員。 

○奥山委員 ポイント制が悪いということではないのですけれども、ポイントをどう

担保するのかが一番問題だと思います。いいかげんなポイントをとっていかれても困

るのです。そういう意味でも、ここに書かれていないことの一つとして、私は最初に

お話ししたのを思い出したのですけれども、資格を取るのに、何か研修してテストを

受けて、はい、資格ですという資格では実務の資格には不適当です。我々の専門医の

資格でもそうではないです。この人は大丈夫と認定された人や組織のもとで何年研修

しましたというのがないと資格を取ることができないはずなので、資格化といった時

に、イメージとして、研修を受けてテストを受けて資格というのではないということ

は言っておきたいと思います。 

 ある意味、ポイントといえばポイントなのです。つまり、認定された場でどのよう

な実務の研修を積んだというポイントを積み重ねていって試験が受けられるみたいな

ものが一般的に資格試験と言われるものでは多いので、そういう意味では同じかもし
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れませんが、資格化が必要という点で確認しておいた方がいいと思いました。 

○山縣座長 質を伴っていない形だけのものはだめだということだと思います。 

 最後、増田委員。 

○増田委員 ありがとうございます。 

 市町村職員の資質の向上という点で１点だけ申し上げます。市町村職員におきまし

ては、自治体の規模にもよりまして、大小あるのですけれども、前回も申し上げまし

たけれども、ＳＶの配置はなかなか人材的に難しいのではないかというのが１点。 

 その原因としましては、経験値が少ないのではないかということで、お話もありま

したけれども、実践的なトレーニングとか、それぞれの職員のスキルとかレベルに合

った研修体系とか、そういった部分での御支援をいただければありがたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 あと５分しかなくて、最後のパートに行きますが、申し訳ないのですけれども、５

分程度延長することをお認めいただけますでしょうか。 

 では、その範囲で最後のその他というくくりになっている中身について、追加の御

意見等がございましたらよろしくお願いします。 

 浜田委員、奥山委員。 

○浜田委員 ありがとうございます。 

 実は奥山委員に御質問を申し上げたかったのですけれども、ぱっと出てこなくて申

し訳ないのですが、第三者評価のところで、今児童福祉施設とかでやっているような

形のものではなくて評価機構が必要なのであるという御指摘が提出資料のペーパーに

あったかと思います。 

○奥山委員 そうです。 

○浜田委員 済みません。私の理解が追いついていないので教えていただきたいので

すけれども、その評価機構を作ることによって現在あるような第三者評価と違う、評

価機構だと実現できることというのはどのあたりなのかを教えていただければと思い

ます。 

○奥山委員 これは私が知っている範囲なので、違ったら皆さん修正していただきた

いのですけれども、都道府県によっては、評価者、評価する団体を入札で決めている

ところもあると聞いています。また、全国でどのぐらいの数の評価をしている団体が

あるのかというと、結構団体はあると思うのです。評価の基準みたいなものは出して

いるのですけれども、幾ら評価の基準があってもきちんとわかる人が入って評価して

いるのか。しかも、その評価をする団体に、例えば施設というのはどういうものかが

良く理解できる、つまり良い施設で働いたことがあるという人がかなり入っているの

かというと、そこも不明な点があるのです。そういう意味でも、児童相談所が子ども
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の権利を守るのだとしたら、そこの評価はそんなに曖昧なものではできないだろうと

考えます。 

 簡単に言うと、第三者評価のコストは非常に安いのです。一時保護所も今そうなっ

てしまっていますけれども、たしか30万円ぐらいと記憶しています。例えば今、うち

の病院が評価機構に医療評価を受けるとしたら、何百万か払わないと評価してもらえ

ない。しかも、大体最近の病院は評価機構の評価だけではなくて、ISOもとるとか、い

ろいろな評価をきちんといただくというのが前提になってきているのです。そういう

意味でもきちんとした評価をする、しかも全国の児童相談所のレベルをきちんと統一

化していこう、子どもの権利が本当に守られているのかどうか、子どもの側に立って

やっていこうとしたら、入札でどこかにみたいなことではなくて、質が担保されたし

っかりとした機構を作ってきちんと見ていくことが必要です。 

 それは、例えばイギリスのOfstedのように国がやるという考え方もあるでしょうし、

どこかに委託するという考え方もあるかもしれないのですけれども、専門性が高いし

っかりとした機構を作っていく必要があると考えます。 

○浜田委員 ありがとうございます。 

○山縣座長 では、奥山委員、意見としては。 

○奥山委員 意見としては、アドボケイト制度をしっかりと議論してほしいというの

があります。今回の目黒事件でも子どもが発している声がきちんと届いていないとい

うことが大きな問題になったのですが、子どもの言葉を届ける人が必要だと思います。

海外の里親で育った方々の団体の元里子さんたちの話を聞いていても、僕の何とかさ

んという人が、アドボケイトしてくれる人が必ずいるのです。そういう制度は必要だ

ろうと思っています。 

 もちろん、すべて子どもの言うとおりにするという意味ではなくて、子どもの声を

代弁した人の声を聞き、ソーシャルワーカーさんが本当に子どもの最善の利益を考え

るのです。つまり、ソーシャルワーカーが「君の声も十分アドボケイトを通じても聞

いて、君の最善の利益を僕たちは十分考えたらこうすべきだと思うのだけれども、ど

うかね」というものをきちんと子どもに説明しなければいけないのです。そういうと

ころの輪を回していくためにも、アドボケイト制度をしっかりと構築していく必要が

あるので、それに関して議論していただきたいと考えます。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 藤林委員。 

○藤林委員 アドボケイト制度については奥山委員と同一の意見ですけれども、必ず

しも児童相談所が子どもの最善の利益を十分考慮していない場合も発生し得るわけで

すし、それが児童相談所として意識できていない、または把握できていない場合もあ

るのかなと考えると、子どもの権利を守るためには、二重、三重のチェックが必要な

ので、アドボケーターの存在は必要です。 



53 

 

 その場合に、発言できる思春期、学齢期の子どもさんだけではなくて、乳幼児さん

であっても、赤ちゃんであってもそこにアドボケーターの存在が必要ではないかと。

イギリスのチャイルドプロテクションのビデオなどを見ますと、赤ちゃんにもちゃん

とアドボケーターがついているのだということがわかるわけなのですけれども、そう

いった本当に子どもの側に立ったアドボケイトをどのようにシステムとして構築して

いくのかという問題。 

 現在、児童相談所運営指針においては、児童相談所の方針と子ども、または保護者

の意向が異なる場合に、児童福祉審議会で意見を聞くことになっているのですけれど

も、果たしてそれでいいのかどうかも改めて考えていくべき問題であるし、もし活用

するのであれば、どのような活用の仕方がいいのかということも議論するべきではな

いか。 

 そういう意味では、昨年度そういった研究報告書も出ておりますし、今年度も進ん

でいるのではないかと思うのですけれども、そういったこともこのワーキンググルー

プでもう少し議論してもいいのではないかと思います。 

○山縣座長 ありがとうございました。 

 安部委員。 

○安部委員 安部です。 

 本来、子どもの権利を守るのは児童福祉司の役割のはずですね。だから、それがど

んなふうにちゃんと担保されていないと奥山先生が思われているのかをお聞きしたい

のです。 

○奥山委員 先ほど言いましたように、児童福祉司さんは子どもの最善の利益を考え

て動くのが役割なのですけれども、子どもの声をきちんとそこに届ける人が必要です。

子どもは福祉司さんの前で、決して言いたいことが言えるわけではないのです。 

 実際にイギリスとかアメリカではそういう制度になっているわけですけれども、日

本の子どもこそ必要なのではないかと思います。アメリカやイギリスの子どもは結構

しゃべるのですが、日本の子どもはしゃべらないですね。ですから、日本の子どもた

ちにこそ、アドボケーターがいて、その声を届ける必要があります。もちろん、その

声も判断しつつ、子どもの最善の利益が子どもの声とは異なるとソーシャルワーカー

が判断したなら、「君がそうしたいのはわかるけれども、今、君のためにはこうだよ」

というのを、今度児童福祉司が子どもにしっかりと説得するというプロセスも必要で

す。 

 今、子どもの声がないところで決めて、子どもの権利を守っていると思いこんでい

るのではないかと思うことがあります。そこが問題だと思います。 

○山縣座長 相澤委員。 

○相澤委員 アドボカシーは、児童福祉司さんもアドボカシーなのですね。だから、

フォーマルアドボカシーとインフォーマルアドボカシーと、ピアアドボカシー、それ
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と、専門・独立のアドボカシーがいて、今、議論しているのは、独立・専門のアドボ

カシーをどのように設置しようかと。なので、もともと児童福祉司さんはアドボカシ

ーなのですけれども、そうではなくて、今、奥山先生が言ったように、最善の利益を

考えるのではなくて、子どもの声そのものを伝える、そういうシステムが必要だとい

うことで、それについては入れるべきだと思います。 

○山縣座長 一部の自治体では、子どものオンブズパーソンとか、オンブズとかと言

われるものを導入しておられるところもあるのですけれども、正直、広がっていない

というのも認めないといけないと思います。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 私の方からも一言、先ほどの奥山先生が使っておられる言葉が正確に理解できてい

ない気がするのですけれども、私も井戸の中の生活をしているので誤解があるのかも

しれませんが、少なくとも大阪では第三者評価の仕組みについて言うと、高齢者、子

ども、障害全て超えて評価者の研修をすることと、その人がそういうものがどれだけ

おるかを含めた評価機関の認証をする。第三者評価機関の認証機関を大阪府が持って

いる。その認証を受けたところしか第三者評価ができないという形に大阪府はなって

いるはずです。 

 ただ、それは形だけなので、では、質が伴っていますかと言われたら、それは自信

を持って言えないけれども、形としては３段階の構成でやるようになっているという

事実はあって、これが大阪だけの話なのかどうかが、入札でやると言われて、そんな

ことがあるのかとどきっとしたところなのです。 

 どうぞ。 

○相澤委員 アドボカシーシステムを導入するのに、アドボケイトになる人の養成も

すごく難しいと思いますし、それがすごく大切だと思うのです。ここで権利侵害とい

うか、不適切な対応が行われたらアウトなので、それをどう作っていくかはきちんと

議論していくべき問題だと思います。 

○山縣座長 ありがとうございます。 

 ５分オーバー状態で、ほぼ予定の時間が来てしまいました。まだまだ議論を続けた

いところですけれども、今後のスケジュールのこともありますし、全体としてのスケ

ジュールも、一旦ここで皆さん方ワーキンググループの御意見を改めて追加修正させ

ていただいたものをもとに素案を作らせていただいて、その素案をもとに次回は議論

できたらと思っております。 

 事務局から何か追加はございますか。 

○國松室長補佐 本日は長時間御審議いただきまして、ありがとうございました。 

 次回の日程はまた改めて御連絡をさせていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○山縣座長 どうもありがとうございました。お疲れさまでした。 


